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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1. 建学の精神・大学の基本理念 

至誠館大学(以下、本学)の設置主体は学校法人菅原学園である。 

本学で設置されている学部はライフデザイン学部という名称であるが、この名称は具体

性や明確性に欠け難解という意見があり、平成 31(2019)年 4月に法人合併し新たなるスタ

ートを切ったことを契機に、教育課程をより適切に表すことを目的に学部名を再考するこ

ととした。 

令和 2(2020)年度は、現代社会における多様性への理解を共通基盤とし、現代社会の課

題に対応できる人材養成を目指すことを明確に掲げることを確認した。その結果、学部学

科名称を令和 3(2021)年 4 月 1 日に現代社会学部現代社会学科に変更することとなった。

なお、この変更は、馴染みやすい和語を用いることを第一目的とし、既設学部学科の教育

課程及び授与する学位等の分野は変更せず、学部としての基本的性格は維持されるもので

ある。 

 

2. 使命・目的 

本学は、吉田松陰先生の座右の銘である「至誠」をキーワードとして建学の理念を設定

し、社会に貢献できる人材の育成を掲げてきた。学部学科名称の変更の議論に伴い、本学

の使命・目的も変更の議論を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を

受け、大きく変化する学生の学修環境をふまえて、議論は来年度に持ち越すこととなった。 

 

3．本学の個性と特色 

本学の個性と特色は、以下のようにまとめることができる。 

 

●現代の松下村塾 

本学は、吉田松陰先生が松下村塾を主宰し、「至誠」の全人的な教育を実践した萩の地に

立地している。約 10万㎡のキャンパスは、優れた景観に恵まれ、学生の情操を豊かに育ん

でいる。また、ユネスコ世界文化遺産をはじめとする多くの文化遺産、日本ジオパーク認

定地である笠山や沖合の 6島等の多彩な自然に囲まれており、特色ある地域学習・野外学

習が実施できる。こうした環境を、学生たちは課外活動等でも積極的に活用している。 

美しい校舎群は、市街地を見晴らせる郊外の高台にあり、学生が学業に専念できる。 

教育研究の拠点となるべき教員研究室は広く開放的で、オフィスアワーや卒業研究指導

等で学生が自由に集まり、教員と学生の垣根を越えた人間交流を深めている。また、隣接

してゼミ室が設けられており、通常のゼミに加えて、各種資格の試験対策講座(中高保健体

育教職対策、社会福祉士対策、公安職対策及び公務員対策)や自主ゼミ、留学生交流等にも

利用されている。恵まれた環境の中で展開する小規模大学ならではの、こうした教員と学

生とが切磋琢磨して互いに志を高め、世界に通用する人材を育成すること。これこそが、

本学が目指す「現代の松下村塾」である。 

 

●教育格差是正の推進 

現代社会の国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」が掲げられ、「誰一人取り残さ
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ない」ことが目指されているが、教育格差の是正は、本学が果たすべき社会的役割の一つ

として認識されてきた。平成 21(2009)年度以来、萩本校キャンパスでは独自の授業料減免

制度を設けて児童養護施設等退所学生を毎年 10 名前後受け入れている。これら学生たちは、

キャンパス内に位置する経済的負担の少ない学生寮に住み、他の学生たちとともに充実し

たキャンパスライフを送っている。 

令和 2(2020)年度は、「高等教育の修学支援新制度」が始まり、本学もその対象校として

認定された。新制度により児童養護施設等退所学生の進路選択の幅は広がったが、本学は

これまでの支援の経験を生かして、引き続き奨学制度を維持していく。 

また、私費外国人留学生に関しては、前身である萩国際大学開学以来、本学独自の奨学

制度を設けて、学修意欲をもちながら経済的理由により授業料等の納付が困難と認められ

る学生に対して、奨学金を給付し授業料を減免し修学機会を提供している。後述するよう

に、特に私費外国人留学生が数多く学ぶ東京に、平成 20(2008)年、東京サテライト教室(令

和 2(2020)年 4月 1日より東京キャンパスと改称)を開設し、私費外国人留学生の積極的な

受け入れを行っている。これにより韓国をはじめ、ベトナム、ネパール、ミャンマー、中

国、バングラデシュ、フィリピン、インド、パキスタン、モンゴル、スリランカ、インド

ネシア、マレーシア、ウズベキスタン、台湾、カンボジア及び香港等、アジア地域出身学

生を中心に、その他カメルーン及びアルゼンチンといった多くの国々の留学生が本学で学

んでいる。 

 

●課外活動 

本学では、正課では成し得ない人間教育を行うために、課外活動の価値を認識し、文(知

識・技能)武(実践)両道の実現に重きを置いている。具体的には、大学で「指定強化クラブ」

を設け、大学スポーツ協会(UNIVAS)に加盟するとともに、アスレチックデパートメント(以

下、AD)を設置し、適切な活動ができるように支援している。指定強化クラブ全体の理念・

部訓・部則を定め、各年度前期・後期ガイダンス期間に「全体会」を行いその徹底を図っ

ている。また、定期的に指定強化クラブの学生向けに「アスリートのためのライフスキル

プログラム」「アスリートのためのキャリアサポートプログラム」を実施し、生活・就職支

援を行なっている。なお、特別奨学制度「指定強化クラブ学生」を設定し重点的に支援し

ている指定強化クラブは、カヌー部、ゴルフ部、硬式野球部、女子バレーボール部、陸上

競技部である。 

他にも ADでは、地域貢献活動の一環としてボランティア活動を推奨し、積極的に支援し

ている。萩市内で開催される萩時代まつり(11月)や萩城下町マラソン大会(12月)には主に

指定強化クラブの学生が参加している。 

上記以外にも、大学並びに学友会が設立を認めたクラブ、サークルについては顧問を務

める主に専任教員が、活動が活性化されるよう助言を行っている。 

 地域活動、ボランティア活動の支援に対しては、学務課内に担当職員を配置し、日々の

ボランティア活動を支援している。また、授業科目と連動した形でもボランティア紹介、

活動支援を行っている。 

 本学には、学生全員を会員とした学生による「学生自治会」組織があり、会員の選挙に

より選ばれた「学友会」が中心となって、会員相互の親睦を図るとともに、自立の精神に



至誠館大学 

3 

基づき、学生生活の充実を図る様々な活動が展開されている。主な活動としては、新入生

歓迎行事、大学祭、卒業記念パーティ等を行っている。学生委員会の教職員が活動を支援

している。 

 

●東京キャンパス(令和 2年 3月 31日までは東京サテライト教室) 

全国の私立大学の約 4 割が入学定員割れを生じている今日、地方に位置する大学にとっ

て学生数の確保は大学存続に直接かかわる喫緊の課題である。山口県の中でもとりわけ人

口減少が著しい萩地域に位置する本学は、地方の大学が直面する少子化への対応として、

多様な志願者を全国から集め、同時に、東京に集積された様々な情報及び人的資源の活用

により本学の教育研究の質的向上を図ることを目的に、平成 20(2008)年度、事務施設のみ

ではなく、学生が学ぶことのできるサテライト教室を東京に設置した。 

東京サテライト教室は、第 1 教室(墨田教室)を平成 20(2008)年 4 月に、第 2 教室(浅草

教室)を平成 22(2010)年 4月に設置した。平成 20(2008)年 4月の設置以来、ほぼ毎年予想

を上回る私費外国人留学生の志願者が集まっている。これは、多様な学生を指導すること

を通して教員の意識改革が進んだこと、メディアシステムの活用等授業方法に工夫・改善

が図られたこと、さらには留学生に対する手厚い日本語教育が評価された結果である。こ

れにより、大学全体としての定員充足率も大幅に改善した。 

しかし、その一方で「教室」という施設面での制約があり、平成 27(2015)年には東京サ

テライト教室の田原町第 2教室を閉鎖し、専門学校デジタルアーツ東京校(設置者は学校法

人菅原学園)の校舎の一部に移転し、学習環境を整えた。平成 30(2018)年に浅草第 1 教室

の閉鎖及びデジタルアーツ東京校からの移転を行い、現在の新校舎に東京キャンパスとし

て集約した。 

  

4．教育目的 

本学では、令和 2 年度の学則及び学部規則に謳う目的を達成するために、3 専攻におい

て、それぞれ「教育目的」を下記のように定めた。これらは令和 3年度以降に適用される。 

 

・「子ども生活学専攻」の教育目的 

子どもたちを取り巻く環境は時代と共に変化しています。それに伴い、児童虐待、いじ

め、不登校、子どもの貧困など、さまざまな子育てにかかわる問題が発生しています。現

代社会が抱えるこうした諸問題に対して、豊かな人間性と高い資質を兼ね備え、意欲と指

導力をもって対処できる人材が期待されています。 

子ども生活学専攻では、現代社会の複雑な環境で育つ子どもたちの幸せ（＝福祉）を支

えるために、子どもを理解する視点と、保育に関する幅広い知識・技術を身につけ、養護

と教育の両面から子育て支援の役割を果たせる人材の育成をめざします。 

 

・「スポーツ健康福祉専攻」の教育目的 

わが国では健康を推進し、病気、特に生活習慣病予防をする目的で、「21 世紀における

国民健康づくり運動（健康日本２１）」が発足しました。今後、我が国においてはそれぞれ

が健康で長寿であることが重要です。 
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スポーツ健康福祉専攻では、そのためのスポーツの意義や方法を考え、各ライフステー

ジにおける一人ひとりの状況・能力に見合ったスポーツを指導しうる人材の育成をめざし

ます。 

 

・「ビジネス文化専攻」の教育目的 

多様化したビジネス現場においてはその地域の特性を理解することが重要です。ビジネ

ス文化専攻では、ビジネスの基礎知識となる経済や経営を学ぶだけでなく、多角的な視点

や国際感覚の豊かな人材の育成をめざします。 

地域の諸問題（人口減少、高齢化、労働力不足など）を理解し、実践的なマネジメント

についても学びます。インターンシップを活用し、地域の企業に出向き、ビジネスの現場

を体験することによって、地域の特性を生かしたビジネスを考えます。海外の協定大学へ

の留学や国際交流を積極的に行い、さまざまな文化的背景を持つ人との共生について考え

ます。 

 

Ⅱ．現況 

1．本学の現況 

・大学名 

 至誠館大学 

 

・所在地 

 〒758-8585 山口県萩市椿東浦田 5000番 

 

・学部構成と学生定員 

 ライフデザイン学部ライフデザイン学科 

 

 

学 部 

 

学   科 

 

 入学定員 

 

編入学定員   

(3年次) 

 

 収容定員 

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科             

 子ども生活学専攻         

 ｽﾎﾟｰﾂ健康福祉専攻        

 ﾋﾞｼﾞﾈｽ文化専攻 

               

50人         

50人      

140人     

                       

 

 

10人 

 

200人 

200人   

580人      

計  240人 10人 980人 

 

・学生数、教員数、職員数(2020.5.1現在) 

1)学生数 

萩本校キャンパス 215 名(男性 161名、女性 54 名) 

東京キャンパス 675 名(男性 408、女性 267名) 

合計 890名 



至誠館大学 

5 

 2)教員数 

  萩本校キャンパス 20名(男性 16名、女性 4 名) 

  東京キャンパス 14 名(男性 13名、女性 1名) 

    合計 35名 

 3)職員数 

  萩本校キャンパス 17名(男性 7名、女性 10 名) 

  東京キャンパス 7名(男性 4名、女性 3名) 

  合計 24名 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

基準 1．使命・目的等 

1-1．使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

(1)1-1の自己判定  

「基準項目 1-1を満たしている。」 

 

(2)1-1の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

至誠館大学(以下、本学)は、吉田松陰先生の座右の銘である「至誠」をキーワードとし

て建学の理念を設定し、社会に貢献できる人材の育成を掲げてきた。それはこれまでの大

学の基本理念「至誠通天の心を持って、人類の平和とこころ豊かな社会に貢献できる人材

の育成」で示され、「社会福祉の増進」と「地域貢献」を使命とし、これらは学生便覧、大

学案内や大学ホームページに記載されている。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の建学の理念に基づいた使命・目的及び教育目的は、分かり易く文章化され、学生

便覧、大学ホームページや大学案内で分かり易く情報として表されている。また、この他、

各種イベントにおける学長挨拶や大学説明会等の機会を利用して、本学の使命・目的、教

育目的及び大学の基本理念について広く分かり易く説明することを心掛けている。  

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

 本学の個性・特色は、学部学科のもとに「子ども生活学専攻」「スポーツ健康福祉専攻」

「ビジネス文化専攻」を置き、それぞれの観点から、学生一人ひとりが、また世界の人々

が幸福に生きるためにはどうすればよいのかという課題に対して主体的に向き合うために

教育を行っている。 

また、「至誠館大学の個性と特色」(1頁～3頁)で述べたように、本学の個性・特色は以

下のようにまとめることができる。 

 

●現代の松下村塾 

吉田松陰が主宰した松下村塾の特色は、学ぼうとする一人ひとりの個性に合わせた少人

数教育である。本学では、在学中 4年間を通して全員が必ずゼミに所属し、原則としてゼ
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ミ担当教員が「指導担当教員」として学生一人ひとりの学修及び生活指導に当たっている。 

また、萩本校キャンパスでは、教員研究室と隣接したゼミ室できめ細かな学修支援・就

職支援を実施し、過去 7 年間において就職を希望する学生の就職率は常に 100％となって

いる。 

 

●教育格差是正の推進 

現代社会の国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」が掲げられ、「誰一人取り残さ

ない」ことが目指されているが、本学では、以前から家庭や経済的な事情から進学が困難

な者を積極的に受け入れるとともに、受け入れ体制及び指導の充実を図ってきた。 

萩本校キャンパスでは、平成 19(2007)年度より児童養護施設等退所学生を受け入れてい

る。これまで社会福祉学や心理学を専門とする教員が中心となり、施設等と連携して支援

を実施している。 

また、東京キャンパスでは、私費外国人留学生に対して、前・後期のガイダンス時に資

料を配付して、日本で生活する際に必要な情報の周知を図るとともに、日常的には事務担

当者がビザに係る相談受付や生活指導を実施している。また、ゼミ担当教員も、授業以外

にオフィスアワーを活用して、学生の生活指導に当たっている。 

 

●課外活動 

本学では、正課では成し得ない人間教育を行うため、スポーツ活動に努める学生を積極

的に支援し、課外活動にもその重要性を認め、文(知識・技能)武(実践)両道の実現に重き

を置いている。具体的には、大学で「指定強化クラブ」を設け、大学スポーツ協会(UNIVAS)

に加盟するとともに、アスレチックデパートメント(AD)を設置し、適切な活動ができるよ

うに支援している。指定強化クラブ全体の理念・部訓・部則を定め、各年度前期・後期ガ

イダンス期間に「全体会」を行いその徹底を図っている。また、定期的に指定強化クラブ

の学生向けに「アスリートのためのライフスキルプログラム」「アスリートのためのキャリ

アサポートプログラム」を実施し、生活・就職支援を行っている。なお、特別奨学制度「指

定強化クラブ学生」を設定し重点的に支援している「指定強化クラブ」は、ゴルフ部、硬

式野球部、女子バレーボール部、陸上競技部である。 

上記以外にも、大学並びに学友会が設立を認めたクラブ、サークルについては顧問を務

める主に専任教員が、活動が活性化されるよう助言を行っている。 

 

●東京キャンパス 

グローバル化の進展の中で我が国の高等教育政策の大きな柱として留学生の受け入れが

推進されている。一方、全国の私立大学の約 4 割が入学定員割れを生じている今日、地方

に位置する大学にとって学生数の確保は大学存続に直接かかわる喫緊の課題である。山口

県の中でも、とりわけ人口減少が著しい萩地域に位置する本学は、地方の大学が直面する
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少子化への対応として、多様な志願者を全国から集め、同時に、東京に集積された様々な

情報及び人的資源の活用により本学の教育研究の質的向上を図ることを目的に、事務施設

のみではなく、平成 20(2008)年度、学生が学ぶことのできるサテライト教室を東京に設置

した。令和 2(2020)年度より、東京サテライト教室はキャンパス化され、東京キャンパス

として多くの留学生を受け入れている。また、東京キャンパスの学生は、適宜萩を訪れ、

日本近代維新胎動の地の歴史と文化を体験することができ、萩への修学地変更も可能であ

る。一方、萩本校キャンパスで修学する学生たちは、メディアを通して東京キャンパスの

授業を受講すること、及び修学地を東京キャンパスに変更することが可能である。 

 

1-1-④ 変化への対応 

 本学は平成 26(2014)年度より大学名称を「至誠館大学」に変更し、常に変化する大学教

育への要請に対応できるよう努めてきた。平成 30(2018)年 11 月には中央教育審議会より

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)が取りまとめられ、これを受けて本

学では一層の大学改革に全学を挙げて取り組んでいる。 

特に、経営基盤の強化については、喫緊の課題として取り組んできた。また、効率的か

つ効果的な大学改革を進めるためには、学長がリーダーシップを取れる体制の確立が不可

欠であるため、平成 27(2015)年度からは学校教育法の一部改正に基づいた教授会規則の改

正を行い教授会の役割を明確化するとともに、学長・学部長を中心に学内の責任者によっ

て大学運営会議が設置・運営されており、学長の権限と責任の一体化を目的にガバナンス

の確立を図っている。さらに、大学運営会議においては学長が議長となり、大学の決定に

対し責任を担う体制を確保している。 

こうした変化への対応が迫られる中で、本学はこれまで取り組んできた独自の奨学金制

度の充実や、地域貢献をさらに推進していく。 

教育格差の是正のための支援に関しては、児童貧困対策法の整備及び児童養護施設等退

所学生に対する国の支援も強化された。令和 2(2020)年 4 月から、高等教育の修学支援新

制度が整備されたが、今後も大学進学困難者への支援を継続していく。加えて、入学者選

抜方式及びカリキュラムの改善、新学部または新学科設置による東京サテライト教室のキ

ャンパス化等に取り組み、令和 2(2020)年 4月にキャンパス化が達成された。 

地域貢献に関しては、平成 28(2016)年度以降、地方創生の政策が本格化し、本学も萩市

との関係をより一層緊密に発展させてきた。 

  

(3)1-1の改善・向上方策(将来計画) 

本学は 2度の大学名称変更を行ったが、建学の理念は開学以来概ね一貫している。この

建学の理念の下、社会情勢の変化や時代のニーズを反映させて使命・目的及び各専攻の教
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育目的を策定し、その達成を図ってきた。しかし、流動する世界情勢をふまえて、今後も

継続的な見直しを行うことが必要となることから、毎年、自己点検・評価を行い、PDCAサ

イクルを実施することにより教育の内部質保証を担保することとしている。なお、令和

5(2023)年度には 3度目の大学機関別認証評価を受審する。これにより学長のリーダーシッ

プの下で全教職員の大学改革に対する認識を深め、改革を推し進めていく。 

 

1-2. 使命・目的及び教育目的の反映 

 1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

 1-2-② 学内外への周知 

 1-2-③ 中長期的な計画への反映 

 1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

 1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

(1)1-2の自己判定 

「基準項目 1-2を満たしている。」 

 

(2)1-2の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

1-2-① 役員、教職員の支持と理解 

 本学の建学の理念、大学の基本理念、使命・目的は、教授会の意見を聞き、評議員会に

諮り理事会の了承を得たものであり、学校法人菅原学園が作成する「事業報告書」及び「事

業計画書」に反映されている。 

1 学部 1 学科である本学では、教授会規則に則り教学に関する重要事項は教授会におい

て審議、決定・決議される。本教授会には、学長も出席し、教授会において交わされた議

論は理事会の承認を得て、学長の決定に資することが出来る。これらの議論を踏まえ、定

期的に開催される大学運営会議において、大学全体に係る案件について審議する。なお、

大学運営会議には大学担当理事、学長、及び学部長等の役職者が出席し、教育現場の状況

をより明確に反映した議論が可能となっている。 

その結果は、教員に対しては教授会で周知され、職員については事務朝礼や文書回覧等を

通して周知することと併せ、その他定期的に開催される教職員連絡会議において情報を共有

することとしている  

 

1-2-② 学内外への周知 

 学内に対しては、建学の理念、大学の基本理念、使命・目的を、年度初め等の機会を通

じての学長及び理事長の訓示によって教職員に周知している。また、新任の教職員に対し

本学の沿革の紹介などによっても周知徹底を図っている。学生に対しては、入学式・卒業

式における学長式辞や理事長挨拶で周知を図るとともに、「学生便覧」に明記している。                           
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 学外に対しては、大学 HPに情報公開の一環として「事業報告書」を掲載している。また、

重要な広報ツールである「大学案内」にも、本学の建学の理念をはじめ、大学の基本理念、

使命・目的、教育目的を掲載して周知している。 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

 本学では、平成 30(2018)年に至誠館大学中期計画を制定し、平成 30(2018)年度と平成

31(2019)年度を整備期、令和 2(2020)年度から令和 4(2022)年度を発展期、令和 5(2023)年

度から令和 7(2025)年度を充実期として、法人本部、大学運営会議、各種委員会、高大連

携ワーキンググループ、大学事務局、附属図書館、萩文化スポーツセンター、吉田松陰研

究所、東京キャンパス、子ども生活学専攻、スポーツ健康福祉専攻及びビジネス文化専攻

に達成目標を決定させ、自己点検作業を行ってきている。 

 また本学は、時代や社会の変化にあっても、開学時に掲げた教育的使命・目的を具現化

し遂行するため、中期計画の中で「新学部設置」を掲げ、学部編成並びに教育課程の見直

しと創意工夫を行っている。 

 

1-2-④「3 つのポリシーへの反映」 

本学の使命・目的は①社会福祉の増進、②地域貢献の観点から設定されている。また、

大学の基本理念は「至誠通天の心を持って、人類の平和と豊かな社会に貢献できる人間の

育成」とされ、大学のビジョンは「日本の近代化を担う人材を輩出した吉田松陰の思想と

実践をグローバル社会の下で受け取り直し、本学を『現代の松下村塾』とすることです。

すなわち、本学の建学理念に共鳴し、使命実現を志す様々な背景をもった学生と教職員が

集い、『至誠通天』の心をもって相互研鑽し、多文化共生の時代を切り拓く先駆的人材(パ

イオニア)を育成する場とすることを本学の将来ビジョンとします。」である。 

平成 29(2017)年度第 280回教授会において卒業認定・学位授与に関する方針を明確にし、

総合的な学習体験と創造的思考力と自らのライフデザインの公共性を高めていくことはも

とより、周りの人々の夢の実現をささえる内容を明記する旨の報告が行われ、最初の段階

としてディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーを一体として作成する旨の説明が

あった。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成と整合性 

 本学の教育研究組織は、「ライフデザイン学部ライフデザイン学科」の 1学部 1学科か

ら成っており、その中に「子ども生活学専攻」「スポーツ健康福祉専攻」「ビジネス文化

専攻」を置き、本学の使命・目的との整合を図りながら専攻ごとの教育目的を定めている。

この意味で使命・目的及び教育目的と教育研究組織との整合性は保たれている。 

 

(3)1-2の改善・向上方策(将来計画) 
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 本学では前回平成 28 年(2016)年度の大学認証評価において、特に「教育再生実行会議第

三次提言」に示された「グローバル化に対応した教育環境づくり」と「学生を鍛え上げ社

会に送り出す教育機能の強化」に取り組んできた。その後、平成 30(2018)年 11月 26日に

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」が取りまとめられ、これからの高

等教育改革の指針に位置付けられるべきものとして、今後実現すべき方向性が 3つ提示さ

れている。それは、「学修成果の可視化」、教育の質を維持しながらの「社会人および留

学生の受け入れ拡大」、そして「地域のニーズにこたえ、強みや特色を活かした連携や統

合」である。 

 「学修成果の可視化」については、来年度の議論を通してアセスメント・ポリシーの確

立を図る。「社会人および留学生の受け入れ拡大」については、本学は留学生の受け入れ

とともに、サテライト教室のキャンパス化を実現させる。「地域のニーズにこたえ、強み

や特色を活かした連携や統合」については、平成 30(2018)年 4 月 18 日、萩光塩学院高等

学校と「高大連携事業に関する協定」の締結を行っている。地域の子どもを地域で育て、

地域で活躍する人材として育てるという理念のもと、相互に連携し、交流を深めることに

より教育内容の充実と学生及び生徒の資質の向上を図るための事業に取り組んでいく。 

使命・目的及び教育目的の有効性を高め、改革を推し進めるためには、時代のニーズを

素早く読み取り、それを教育研究組織及び実践に反映させて行く必要がある。本学では、

大学としては教授会を定期的に開催するとともに必要に応じて臨時教授会を開催している。

法人としては理事会・評議員会を定期的に開催し、教授会及び理事会・評議員会で論議さ

れた内容については、大学運営会議において大学と法人との情報共有及び執行の在り方が

検討され、教授会及び各種委員会等を通して教職員に周知される。今後は学長のリーダー

シップの下、これら一連の流れを更に円滑化し、時代の変化に即応できるようより一層の

大学改革に努めていく。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学では、関連法令を遵守して使命・目的を策定し、明文化してその周知と実行に努め

ている。遂行に関しては、学内での支持と理解の下に、時代の変化にも十分配慮した対応

を図っている。  

同時に、本学のステークホルダー(学内の教職員と学生、卒業生、受験生や保護者、地元

住民等)への配慮を怠ることなく、教育研究組織に関しては FD・SD研修会を通じてその質

的保証と向上を図っている。 

これらは全て本学の目的・使命及び各専攻の教育目的に適合しており、本学は、基準 1

を満たしていると自己評価できる。 
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基準 2．学生 

2－1．学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

(1)2－1の自己判定 

基準項目 2－1を満たしている。 

 

(2)2－1の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

令和元(2019)年度より、本学では下記のアドミッション・ポリシーを策定している。 

 

表 2-1-1 アドミッション・ポリシー 

本学では、日本人及び日本の大学で教育を受ける目的で日本に入国している外国人を

対象にして、以下のような人を受け入れます。  

 

1）求める学生像  

1.社会福祉の増進を志す人  

本学の建学の理念及び基本理念に共鳴して、人々の健康福祉の向上と子どもたちが安心

して暮らせる福祉社会の実現を志す人  

2.地域貢献を志す人  

本学の建学の理念及び基本理念に共鳴して、国内外における地域社会の福祉の向上と文

化の発展を志す人  

3.学びに意欲を持つ人  

ライフデザインの意味・内容をよく理解して、文武両道の修学を通して一人ひとりの自

律的・自立的社会生活の実現に貢献できる人  

 

2）入学希望者に要求される資質と学力  

 至誠館大学では、社会学・社会福祉学系大学として、以下の能力を期待します。  

 

1）関心・意欲  

1.国内外で生じている諸問題に関心を持ち、人々が共に幸せに暮らすことのできる社会

を創りたいという志を持っていること  

2）知識・理解  

1.国内外で生じている諸問題を理解するために必要な基礎知識、すなわち、高等学校の

各教科のうちの 5教科（国語、地理歴史・公民、数学、理科、外国語）の知識を修得し

ていること  

2.入学後の読解・表現・意見交換等を可能とする、「国語総合」及び「国語表現」を十

分に修得していること（外国人留学生にも同等の日本語力を求めます。）  
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3.ボランティア活動や課外活動、異文化交流等の体験を有すること  

 

3）選抜方法  

 至誠館大学では、「求める学生像」及び「入学希望者に要求される資質と学力」を多

面的に評価するために、多様な入学者選抜を実施しています。 

 

以上のアドミッション・ポリシーについては、「入学者選抜要項」、「大学案内」、「大学ホ

ームページ」に明記している他、本学が行うオープンキャンパス、出前講義、高等学校ガ

イダンス、会場ガイダンス等において、入学希望者、保護者及び教員等関係者への周知を

図っている。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

本学では、アドミッション・ポリシーに基づき、多様な大学入学希望者を受け入れるた

めに、「表 2-1-2」のとおり、令和 2(2020)年度実施の令和 3(2021)年度入学者選抜より、

総合型選抜、学校推薦型選抜(指定校推薦選抜、専門高等学校・総合学科高等学校指定校推

薦選抜、指定強化クラブ推薦選抜、公募推薦選抜)、一般選抜、大学入学共通テスト利用選

抜、3年次編入学選抜、社会人選抜、私費外国人留学生選抜を実施している。 

 

表 2-1-2 入試区分 

●総合型選抜 

  高等学校で身に着けた知識、及び学力試験では測れない「意欲や熱意」・「目的意

識」・「適性・資質」等について、多様な側面から総合的に評価することを目的とする。

選抜方法は、自己推薦書と小論文による第 1 次選考と 2 回の面談による第 2 次選考の 2

段階で選抜する。 

 

●学校推薦型選抜 

・指定校推薦選抜(専願) 

本学が指定校とする高等学校の学校長が推薦する生徒に対して、調査書及び志望動機書

による書類選考と面接とにより総合的に選抜する。その際、書類選考では推薦書を、面

接では志望動機書の内容との整合性を重視する。また、面接では、5 分間のプレゼンテ

ーションを課している。なお、出願資格・要件は調査書の評定平均値が 3.3以上である。 

・専門高等学校・総合学科高等学校指定校推薦選抜(専願) 

本学が指定校とする専門高等学校・総合学科高等学校に対して、指定校推薦と同内容で

選抜する。 

・指定強化クラブ推薦選抜(専願) 

本学の指定強化クラブへの所属を希望し、高等学校の学校長が推薦する生徒に対して、

指定校推薦と同内容で選抜する。ただし、調査書の評定平均値の基準は設けず、本学の

指定強化クラブにかかる高等学校での活動実績を重視する。 

・公募推薦選抜 
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高等学校卒業または卒業見込みの生徒で、出身または在学する学校長あるいは学年主任

等の推薦状を有する生徒に対して、調査書による書類選考、課題小論文及び面接により

総合的に選抜する。 

 

●一般選抜 

前期日程、後期日程の 2 回を実施する。前期日程は、調査書による書類選考及び学力試

験(国語、英語の 2科目)と面接によって選抜する。後期日程は、調査書による書類選考

及び課題小論文と面接で選抜する。 

 

●大学入学共通テスト利用選抜 

前期日程と後期日程の 2 回を実施する。前期日程は、国語を必修科目とし、地歴、公民、

数学、外国語(リスニングを含む)より選択する 1 教科 1科目と合わせて 2 教科 2科目に

よって選抜する。後期日程は、全ての受験科目より選択した 2教科 2科目によって選抜

する。 

 

●3年次編入学入試 

本学が定める 3年次編入学の出願資格・要件を満たした者に対して、課題小論文、面接

及び書類選考によって総合的に選抜する。 

 

●社会人選抜 

本学が定める社会人の出願資格・要件を満たした者に対して、課題小論文、面接及び書

類選考によって総合的に選抜する。 

 

●私費外国人留学生入試 

日本の国籍を有しない者で、本学での勉学・研究を理解する者に対して、書類選考、日

本語試験及び面接により総合的に選抜する。書類選考においては、在籍または出身学校

での出席状況を特に重視する。日本語試験においては、日本語能力試験 N2 レベルの能

力の有無を筆記試験で判定する。面接においては、日本語能力を含め本学での学習目的、

卒業後の計画をはじめ、金銭感覚や遵法意識についても確認する。 

 

●私費外国人留学生 3 年次編入学入試 

日本の国籍を有しない者で、本学が定める 3年次編入学の出願資格・要件を満たした者

に対して、書類選考、小論文(日本語)及び面接により総合的に選抜する。小論文は、卒

業論文の作成を念頭に置いた日本語能力試験 N1 レベルの日本語による論文執筆能力の

有無を判定する。 

 

本学の入学者選抜については、「至誠館大学入学者選抜規程」に基づき入試委員会が選

抜方法、日程等を検討して原案を作成し、学長が教授会の意見を聞き決定している。また

入試問題の作成及び試験担当者の配置については、入試委員会において全教員の中から適

任者を選任し、入試専門委員会を構成し、全教員の協力の下に行われている。入試問題の
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検討については、入試専門委員会に各分科会を設け、各分科会には主担当を配置し、入試

委員会へ提出前のチェックを行った後に提出することを課している。その後、入試委員会

において委員全員で問題の検討やチェックを行い、出題ミスの発生予防に努めている。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

本学における平成 28(2016)年度から令和 2(2020)年度までの 5年間における 1年次生の

志願者数、合格者数及び入学者数は、以下の表 2-1-3の通りである。また、萩本校キャン

パスと東京キャンパスのそれぞれの 5年間における入学者数と現員数については、表 2-1-4、

表 2-1-5の通りである。 

 

表 2-1-3 過去 5年間の志願者・合格者・入学者数一覧 

年 度 平成28年度 平成29年度 平成 30年度 平成31年度 令和2年度 

入学定員(A) 240名 240名 240名 240名 240名 

志 願 者 数 812名 955名 1,013名 660名 708名 

合 格 者 数 333名 334名 342名 260名 340名 

入学者数(B) 290名 308名 308名 240名 307名 

充足率 120.8％ 128.3％ 128.3％ 100.0％ 127.9％ 

(B) - (A) 50名 68名 68名 0名 67名 

※3年次編入学者数は含まず。 

 

表 2-1-4 過去 5年間の修学地別入学者数と現員数(萩本校キャンパス) 

年 度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

入学者数 25名 23名 68名 71名 76名 

うち留学生数 0名 0名 2名 9名 6名 

現 員 数 159名 135名 146名 171名 215名 

うち留学生数 9名 7名 5名 12名 15名 

 

表 2-1-5 過去 5年間の修学地別入学者数と現員数(東京キャンパス) 

年 度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

入学者数 265名 285名 240名 169名 231名 

うち留学生数 265名 285名 240名 169名 231名 

現 員 数 738名 805名 860名 693名 675名 

うち留学生数 737名 805名 860名 693名 675名 

 

本学における教育環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生を適切に確保し
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ていることについては、以下の通りである。 

本学の令和 3(2021)年度入学者選抜要項に示しているように、本学における入学定員を

明示することで周知を図っている。 

令和 2(2020)年 5月 1 日現在の現員(在籍者数)は、890名となっており、充足率は 90.8％

となっている。過去の収容定員及び充足率については、表 2-1-6のとおりである。 

 

表 2-1-6 過去 5年間の収容定員充足率           

年 度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2年度 

収容定員※1 980名  980名  980名  980名  980名  

現  員 897名  940名  1006名  865名  890名  

充 足 率 91.5%  95.9%  102.7% 88.3% 90.8% 

※各年度 5月 1日現在 

 

(3)2－1の改善・向上方策(将来計画) 

 高大接続改革のもと、令和2(2020)年度実施の令和3(2021)年度入学者選抜より、新たな

入試区分による入学者選抜を行っている。高大接続改革が求める「学力の3要素」(1．知識・

技能、2．思考力・判断力・表現力、3．主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)

を評価するために、学校推薦型選抜(指定校推薦選抜、専門高等学校・総合学科高等学校指

定校推薦選抜、指定強化クラブ推薦選抜)においては面接時にプレゼンテーションを、一般

選抜においは面接試験を導入したところではあるが、「学力の3要素」を測る入学者選抜が

全ての入試区分において実施できているとは言い難い。したがって、新学習指導要領のも

とで学んだ高校生が受験する令和7(2025)年度入学者選抜に向けて、各入試区分において

「学力の3要素」を評価する入学者選抜の実施に向けた検討を行っている。 

また、令和2(2020)年度に実施された令和3(2021)年度入学者選抜においては、新型コロ

ナウイルス感染拡大の防止を目的として、総合型選抜においてはオンラインによる面接を

行った。私費外国人留学生選抜においては、留学生の帰国や外国人の入国制限も始まり、

留学生の確保が困難となった。今後は、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、

文部科学省のガイドライン等に従い、工夫や配慮を施した方法を検討し、入学者選抜の実

施に努めていきたい。 

 

2-2. 学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

(1)2-2の自己判定 

基準項目 2－2を満たしている。 

 

(2)2-2の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

2-2-①教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

 本学の学生への学修支援体制は、大学運営会議、学生委員会や教務委員会等で決められ
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た方針・計画のもと、教員と学務課職員が協働して行っている。 

 

指導担当教員制 

本学では、学生の希望に基づいて、1 年次から子ども生活学専攻、スポーツ健康福祉専

攻、ビジネス文化専攻に振り分けられる。ただし、この配置は仮のものであり、正式には

2年次から所属専攻が決定する。これはまだ大学の学修に慣れていない学生に、1年間専門

の基礎を学ぶ機会を提供しつつ、異なる分野への学修の道を残すためである。そのうえで、

所属専攻の中から、「指導担当教員」が各学生に配置される。指導担当教員は、学生の「履

修・成績・学修成果に関すること、生活・人間関係・就職に関すること等」に関して、幅

広く対応することを役割としている。 

 

入学前教育プログラム 

本学では、萩本校キャンパス・東京キャンパスにおいて、原則すべての入学予定者に対

して入学前のプログラムを提供している。課題提出や 3専攻の専門に沿ったプログラムを

通して、学修意欲の向上や大学教育へのスムーズな適応を目的としている。 

 

大学ポータルサイト 

指導担当教員が授業やゼミ等を通して支援を行う一方で、奨学金などの手続きに不安の

ある学生に対しては、学務課職員が対応している。また、学生の生活や人間関係の悩みに

ついても教職員が一丸になって対応している。これを支える仕組みの一つが、大学ポータ

ルサイト、および学生サポートメモである。教員は 1年生全員、自専攻所属の学生、他専

攻所属の学生のうちその教員が担当している科目の受講生の学生情報を大学ポータルサイ

トから閲覧することができ、同時に学生面談結果や授業中の様子等をメモとしてデータ登

録することができる。学務課職員は、学生全体を対象として学生情報をポータルサイトか

ら閲覧および職員がもつ情報をメモとしてデータ登録することができる。このような双方

向の情報提供及び共有によって、欠席が目立つ学生への対応や学生生活に困難を抱えてい

ると思われる学生への生活指導等に活用している。 

萩本校キャンパスでは、受講状況の連絡や欠席届・公認欠席届、その他学生が事務局に

相談した内容等が多く共有され、東京キャンパスでは、資格外活動や VISA 更新、学費未納

に関する指導に関する内容が多く共有されている。特に東京キャンパスでは留学生が多数

在籍していることから、日本語に慣れずに大学生活に困難を感じているケースもあるため、

在学生の出身国の職員を雇用することで、大学生活を円滑に進めるための橋渡し的役割を

担っている。 

 

オリエンテーション・ガイダンス 

 本学では、萩本校キャンパス・東京キャンパスともに、各学期開始時に全学年でオリエ

ンテーション、ガイダンスを実施している。入学生に対しては、学生・教務に関する基本

的事項を伝え、その後、所属を希望する専攻内の教員紹介を実施している。在学生のガイ

ダンスでは、成績通知のほか、奨学金等の手続きについて説明している。 
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社会福祉士国家試験対策 

 社会福祉士国家試験受験のため、3年次の 10 月から社会福祉士国家試験の受験対策講座

を開始している。前半は主に講義形式で基礎的な用語や制度体系等を学習し、後半は模擬

問題や過去の問題を解いていく実践形式で行っている。 

 

教員採用試験対策 

本学における教員養成の目標を達成するために、教員免許の取得をめざす学生が、教員

として必要な資質・能力を身につけることができるよう、教育内容や指導の充実を図って

いる。具体的には、年 2 回(前期・後期のはじめ)の教職オリエンテーションを実施し、教

職への理解や必要な科目の履修等の教職課程に関する総合的な指導を行っている。さらに、

教職課程のための「履修カルテ」を活用し、学生自ら教職関連科目の履修状況についての

自己点検・評価を定期的に実施することで学習に対する意欲の向上を図っている。 

 

公務員試験対策 

本学では、スポーツ健康福祉専攻で警察官や消防士などの公安職系の公務員をめざす学

生や、ビジネス文化専攻で市役所職員などをめざす学生のため、公務員試験対策に取り組

んでいる。1年時の教養分野(人文科学、社会科学、自然科学)や専門分野(経済、法律、行

政など)の講義科目のほか、2年次からは授業で面接試験のために社会や地域の課題を議論

する機会を設けている。 

 

図書館における学修支援 

萩本校キャンパスでは、至誠館大学附属図書館 1 階内に特別閲覧室を設け、グループ学

習できる環境及び個別学習ができるブースを準備している。東京キャンパスでは、5 階の

自習スペースへの図書の持ち込みを許可している。6 階の図書室内にもグループ及び個別

に学習できるスペースを確保している。 

 

新型コロナウイルス感染対策に関する対応 

萩本校キャンパスでは、令和 2(2020)年度より、新型コロナウイルスの感染拡大防止に

関する取り決めについて、「新型コロナウイルス対策ワーキンググループ」を設置し、学修

上の方針、課外活動等に関するルールを協議している。ワーキンググループ内での合意事

項について、運営会議、教授会で大学としての方針を示している。 

東京キャンパスでは、新型コロナウイルス感染対策に関する部会を設置し、基本的な感

染対策だけでなく、やさしい日本語や母国語での生活サポート、周辺地域の感染状況の報

告、全学生対象のリモート指導など東京キャンパス独自の対応も行っている。学修上の方

針や部会内の合意事項などは、萩本校と同じく、運営会議、教授会で情報共有している。 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 萩本校キャンパスでは、授業補助員として特に非常勤講師のサポートを行っている。そ

の業務内容は視聴覚教材操作、出席管理の補佐、東京キャンパス発信のメディア授業にお

ける出席管理等である。同様に、東京キャンパスでは都内の大学院生等を授業補助員とし
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て雇用契約を結び、主に再任用の教員や非常勤講師のサポート(出席管理・機材準備)を行

っている。 

なお、萩本校キャンパスにおいては、外国人留学生が希望する場合に日本での生活習慣・

文化理解の支援を目的とした学生チューター制度を活用している。まだ日本に不慣れな外

国人留学生に対して、日本人学生がチューターとして学修及び大学生活をサポートするこ

とで、履修登録に始まり、授業や各種大学の行事等、大学生活において、不利益を被るこ

との無いよう支援している。 

  

オフィスアワー制度の実施 

 萩本校キャンパス・東京キャンパスともに、全教員が相談可能な曜日と時間帯を設定し、

研究室前に掲示することにより、学生が必要に応じて教員と面談できる体制を整えている。

また、オフィスアワー時間以外にも、研究室を訪れる学生は多く、学生と教員のコミュニ

ケーションの機会は充実している。 

 

中途退学及び留年への対策 

 子ども生活学専攻、スポーツ健康福祉専攻、ビジネス文化専攻の各専攻の全ての教員が、

ゼミ(1年生と 2年生は「基礎ゼミ」、3年生は「専門演習」、4年生は「卒業研究指導」)を

担当している。萩キャンパスでは、年度初めには、1 年生の学生に対しては一人ひとりの

学修計画に沿って、2 年生以降の学生に対しては前年度の履修科目の単位修得状況を確認

しながら、履修登録に対してアドバイスを行なっている。また、月 1回程度開催している

各専攻内会議において、教員間で学生に関する情報交換を行なったり、連絡ツール「Melly」

の学生サポートメモや出欠状況を確認したりして、適宜担当教員が指導を行っている。 

東京キャンパスでは、各月初めには、ゼミ内で学生の生活状況を確認する「動静表」を

記入してもらい、全教職員がそれを確認できるようにまとめている。各学期初めには、学

年ごとに生活指導や履修計画のガイダンスを行っている。 

 出席率が 80％未満の学生を抽出し、連絡ツール「Melly」を使い、学生に連絡をしてい

る。また、欠席過多の学生には、ゼミ担任に連絡し、必要に応じて学生委員会の教員が面

談を実施している。 

 

(3)2－2の改善・向上方策(将来計画) 

 本学では小規模大学としての特長を生かし、学生一人ひとりの学びに合わせた学修支援

体制を教職員一丸となって用意している。また、大学ポータルサイトの導入により、教職

員間での連携を強化し、いち早く学生を支援できる体制となった。現在基本的な操作につ

いては、全教職員が理解でき活用できているが、今後へ応用レベルの活用が可能であり、

より一層大学ポータルサイトを活用し、即時性・確実性を高めた学生支援を行っていきた

い。今後は、留学生の資格取得をサポートする体制の確立や障がいのある学生への支援に

ついて検討し、さらに学修支援の質向上のための体制強化を図っていく。 

 

2-3. キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 
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(1)2-3の自己判定 

基準項目 2－3を満たしている。 

 

(2)2-3の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

キャリア教育体制の整備 

進路支援委員会のもと、キャリア教育と就職支援を併せた進路支援を行ってきた。進路

支援は、3年次、4年次からの就職支援に限定せず、1年次からのキャリア教育実施を含め

た学生の人生展開の支援と位置付けている。 

 また、所管事務組織である学務課は、同委員会と基礎ゼミ担当教員、3 年次以降の指導

担当教員と常に進路情報を共有し、報告・連絡・相談を繰り返しながら学生が進路決定に

至るまでの情報提供を中心とした支援を行っている。新年度ガイダンスで 3年生以降に進

路希望調査を実施し、その結果を関係各所と共有してきた。学生の進路選択に当たっては、

卒業後の進路(就職先、進学先)を決定させるだけではなく、生涯を通じたキャリアアップ

を目指し、社会的・職業的自立に向けた指導を行っている。 

 

教育課程内の取り組み 

 教育課程内では、初年次からゼミナールでキャリア教育に関する意識付けを図り、ジェ

ネリックスキルズの修得を 1年次の基礎ゼミ(「基礎ゼミⅠ」、「基礎ゼミⅡ」)に導入し、

早い段階での進路に関する意識づけを図っている。2 年次からは学生の所属が専攻別にな

るため、2 年次の基礎ゼミ(「基礎ゼミⅢ」、「基礎ゼミⅣ」)では、各専攻で目指す専門職

に必要な専門性を修得するプログラムを提供している。 

 3年次では、「専門演習」を通じてゼミ教育だけではなく進路選択に関しても適宜個別指

導を行っている。また、就職活動開始に備え、具体的な進路選択やスケジュール、及び活

動に必要な知識・情報の取得方法等についてもアンケートを活用して指導している。ゼミ

以外では、ビジネス文化専攻の専門科目に「インターンシップ」(3年次配当科目)を設け、

インターンシップを希望する学生を中心にキャリア指導をしている。 

 

教育課程外の取り組み 

教育課程外では、進路支援委員会、学務課、指導担当教員が進路に関する情報を共有し、

学生の進路決定に至るまでサポートしている。その内容としては、(1)PROG テストの実施、

(2)対策講座の実施、(3)Placement bookの配付がある。 

(1)については、令和元(2019)年度の新年度ガイダンスから外部テストの PROGテストを

導入し、1 年次及び 3 年次生に実施をしている。テスト実施後は実施業者によるテスト解

説会を開催し、PROGテスト結果を学生がどう活用していくのかアドバイスを提示し客観的

な自己分析を支援している。1年次は新年度ガイダンス時に、3年次は後期ガイダンス時に

実施している。 

(2)については、従前から社会福祉士受験対策講座を 3年次頃から開催しており、現在も

継続中である。平成 30(2018)年度からは公務員受験対策講座として、学校法人菅原学園の
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系列専門学校と連携して公務員対策の専門家及び東京キャンパス所属で公務員対策に詳し

い教員を招き特別講義を開催し、公務員試験の動機付けを高め、受験勉強の指導を行った。

新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた令和 2(2020)年度は、実施を控えた。 

(3)Placement book は就職に関する有益な情報が掲載されているため、前期ガイダンス

時に 3年生に配付し、就職ガイダンスや就職相談、就職指導時に活用している。 

 

就職ガイダンス 

 前期・後期開始時のガイダンスに組み込んでいる就職ガイダンスについては、これまで

外部業者(リクナビ)に依頼し、就職活動の状況や就職活動のタイミング等の情報提供を行

ってきた。令和元(2019)年度より外部業者(マイナビ)にも参入していただき、求人情報を

複数のアプローチで行うことが出来るような仕組みを取り入れている。令和 2(2020)年度

は、３年生を対象とした「就活解禁前 就職ガイダンス就職」を 12月に実施している。 

本学に届く就職説明会や求人情報については事務局で全て管理している。その情報は、

大学ポータルサイトが導入されるまではファイルにまとめ、事務局で保管及び必要に応じ

て学生に閲覧させていた。大学ポータルサイト導入以降、ポータルサイトの掲示板にて求

人情報や就職説明会の情報を提供してきた。さらに、令和 2(2020)年度からは、ポータル

サイトの求人情報(応募状況検索)ページでも情報検索ができるよう学生に開示している。 

また、過去に企業を受験した学生が提出した就職内定報告書も、必要に応じて閲覧できる

よう整備しており、学生の心強い情報源となっている。 

 

3 専攻における社会的・職業的自立に向けた支援体制 

 各専攻で取得できる資格・能力に応じて、次のように取り組みを行っている。  

 

子ども生活学専攻 

新入生の教務オリエンテーションで資格免許取得のためのカリキュラムの流れを説明し

ている。また、保育実習ガイダンスを 2年次後期、教職ガイダンスを毎年の前期および後

期に実施し、各実習の諸条件等について説明を行うとともに保育士や幼稚園教諭としての

姿勢や倫理観を伝えている。さらに、2 年次には施設保育士や社会福祉士を目指す「子ど

も福祉コース」と、保育所保育士・幼稚園教諭を目指す「子ども教育コース」に分かれ、

それぞれの専門的な教育を実施している。「保育実習」・「幼稚園教育実習」で現場を体験す

るほか、4 年次の「保育実践演習」や「総合表現Ⅰ・Ⅱ」では、直接保育現場に学生が参

加する機会を設けている。このほかにも、2 年次の「基礎ゼミ」や 3 年次の「保育実習指

導」にて、保育・児童福祉の現場の話を聞く機会を設けている。以上により保育者として

の社会的・職業的自立をサポートしている。 

 

スポーツ健康福祉専攻 

必修科目である「基礎ゼミⅠ～Ⅳ」において、スポーツ健康福祉専攻で取得可能な資格

および資格を生かした職業選択について説明している。 

スポーツ教育コースでは、教員採用試験の合格を目指す学生を対象に対策講座や勉強会

を実施しており、特に 3 年次からは教職に特化したゼミにおいて集中的に試験対策を実施
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している。トレーニング指導者資格取得を目指す学生は 3年次での資格試験合格を目標に

しており、資格を生かした就職活動が実施できるように指導している。また、学内の学生

トレーナーチームと連携しながら定期的に勉強会や実技講習を実施している。 

公安職系育成コースの学生は 4 年次の公務員試験合格を目指している。1 年次からゼミ

科目や勉強会を中心に試験対策を行っている。また、山口県警や萩市消防署などと連携し

説明会や職業体験などを実施している。 

 

ビジネス文化専攻(萩本校キャンパス) 

ビジネス文化専攻では、韓国留学を希望する学生に対して、「韓国語」の授業内で学生に

周知をしている。また、ITパスポート試験合格、留学生のための日本語能力検定 1級(N1)

合格を最終目標としたガイダンス、及び BJTビジネス日本語能力テストでの高得点取得の

ための取り組みを行っている。 

 

社会福祉士資格取得のサポート 

 萩本校キャンパスでは専攻にとらわれない取り組みとして、社会福祉士資格取得ガイダ

ンス、スクールソーシャルワーク課程ガイダンスを行い、資格取得のためのカリキュラム

の流れや諸条件等について説明を行っている。加えて、カリキュラム外で取得できる資格

として介護福祉士受験資格取得を目指すガイダンスも前期に 1年生を対象に行い、受験資

格要件を満たすための学生生活について説明している。 

 

ビジネス文化専攻(東京キャンパス)における取組み 

 東京キャンパスでは、外国人留学生が多いため、専従の就職担当職員を配置し、以下の

ようなガイダンス及び個別面談を実施している。 

一般的に私費外国人留学生が日本で就職する場合、出入国及び難民認定法の定める在留

資格のうち「就労ビザ」の取得が必要となる。このため、各学期開始時のガイダンスはも

とより、様々な機会を通じて全学年すべての留学生に対して在留資格に関する指導を徹底

している。就職ガイダンスについては、私費外国人留学生を対象とする各種就職ガイダン

スへの積極的な参加を促すとともに、就労ビザ取得が可能な企業(既に私費外国人留学生を

採用している企業、海外に事務所や工場等を展開している企業等)の開拓を図っている。 ま

た、専従の就職担当職員が 3年次学生に対して、後期からすべての学生に対して個別面談

を実施し、就職活動に向けてのモチベーション向上と会社説明会等への参加に際して必要

な準備を指導している。 

東京キャンパスにおけるキャリア形成支援教育の実際については下記の通りである。 

 

➀「キャリアデザイン」での教授内容は、最終的には数年後(大卒後、3 年後、7年後、10

年後等)の人生の目標となるキャリアデザイン(プラン)を描けるために、現状と実態等に関

する必要な情報の収集と分析、解釈と理解による手法や考え方を構築させることにある。 

②「キャリア戦略Ⅰ」は、不確実性が高くなる社会経済環境の現代社会の出現に対処する

ため、キャリアに対する考え方が旧来の伝統的キャリア理論と現代の世相にマッチする現

代的キャリア理論を学び、キャリアにかかる不確実性への対処戦略としての考え方を学ぶ。 
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③「キャリア戦略Ⅱ」は、日本の新人採用方式及び就職活動は独特であり、外国人留学生

はその環境及び条件下で日本人学生との競合が強いられる。前半では就職活動を行うため

に必要な教養、知識や技術、そして社会常識やマナーを戦略的に学び、就職戦線に備える。

後半では就業の実際を学び、演習によってビジネス教養を学修する。これから生涯にわた

るキャリアアップと進化する「人材市場」に対応するため、効果的かつ戦略的思考法とス

キルを体得し、自分のキャリアを自分でデザインできるようにする。 

 

進学・就職実績 

平成 28年度以降の進学・就職実績は以下の通りである。萩本校キャンパスにおいては、

進学・就職を希望する学生の進路はほぼ確保している。東京キャンパスにおいては、コロ

ナ禍の求人減の影響を受けて進路決定に低迷した年度もあるが、直近の令和 2年度ではコ

ロナ禍以前まで回復している傾向にある。 

 

表 3 平成 29～令和 3年度就職実績 

項目／年度 H28 H29 H30 R1 R2 

萩
本
校 

キ
ャ
ン
パ
ス 

就職者(人)※1 46 31 16 16 46 

進学者(人)※2 2 1 1 0 2 

進学・就職希望者(人) 48 32 17 16 48 

卒業生数(人)※3 51 36 18 18 49 

進学・就職率(％) 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

東
京 

キ
ャ
ン
パ
ス 

就職者(人)※1 43 57 50 20 46 

進学者(人)※2 1 0 0 1 4 

進学・就職希望者(人) 68 113 115 94 98 

卒業生数(人)※3 76 125 127 117 113 

進学・就職率(％) 64.7  50.4  43.5  22.3  51.0  

合
計 進学・就職者数(人) 92 89 67 37 98 

進学・就職率(％) 79.3  61.4  50.8  33.6  67.1  

※1：正規、非正規の合算 

※2：専門学校、大学、大学院進学の合算 

※3：秋卒業者を除く 

 

(3)2-3の改善・向上方策(将来計画) 

 本学ではこれまで、指導担当教員を主として、各専攻のもとで社会的・職業的自立の支

援を行ってきた。それに加えて、今後は進路支援のためのキャリアアドバイザーの配置に

することで改善を図る予定である。 

 東京キャンパスでは、多くの外国人留学生が卒業後、日本国内での就職を希望すること

から、令和元(2019)年度より、3年次及び 4 年次学生を対象に「就職ガイダンス」「就職活

動への準備」及び選択科目ではあるがキャリア発達に関する各種理論を学び、不確実な現
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代社会においてキャリア形成に必要なキャリア観の醸成を図ることを目的として、「キャリ

ア戦略」を開講しており、今後も充実を図っていく。 

 

2－4．学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

(1)2－4の自己判定 

「基準項目 2－4を満たしている。」 

 

(2)2－4の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

2-4-①学生生活の安定のための支援 

 学生生活全般については、学生委員会、進路支援委員会及び学生寮管理運営委員会と学

務課が支援の中心的組織として置かれている。また、進路支援委員会以外の委員長は学生

部長が兼務している。 

 本学では、これまでに児童養護施設等退所学生や私費外国人留学生等への支援を教育格

差の是正の一環として実施してきた。これらの学生は経済的困難を伴うことが多く、そう

した現実を踏まえて、以下の通り本学では各種の経済的支援制度を整えている。 

 

至誠館大学奨学制度 

●至誠館大学特別奨学生(一般学生) 

 本学の学生の範となり、将来社会で有為の人材として活躍しうる強固な意志と意欲の

ある者で、経済的な事情で修学が困難な者に対する授業料の一部免除 

●至誠館大学特別奨学生(指定強化クラブ学生) 

 指定強化クラブ実績優秀者で学業を継続するために経済的負担の軽減を必要とする者

に対する授業料の一部免除 

●至誠館大学私費外国人留学生奨学制度 

 学業・人物ともに優れ、経済的理由により授業料等の納付が困難と認められる留学生

に対する授業料の一部免除 

●至誠館大学山口県高等学校出身学生等に対する授業料免除規定 

 山口県内の高等学校出身学生及び保護者が山口県に居住する者に対する授業料の一部

免除 

●至誠館大学北浦地区・石見地区高等学校出身学生等に関する授業料免除規定 

 高等学校出身学生又は保護者が山口県北浦地区萩市・長門市・阿武町・石見地区、島

根県浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町吉賀町)に在

住する者に対する授業料の一部免除 

●至誠館大学児童養護施設等出身学生に対する授業料免除規定 

児童養護施設等から入学した者に対する入学検定料、入学金、授業料、施設整備費及び 

教育維持費の一部免除 

  

 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するため

の「学生等の学びを継続するための緊急給付金」については、学内で適切に募集・選考し
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推薦を行っている。 

上記以外では、平成 28(2016)年度より、在学生のキャリア教育に加えて自校愛を涵養し、

修学意欲及び学生生活の向上を図る目的で「学生雇用制度」を導入している。 

 また、本学は公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)の賛助会員大学であり、入学手

続きと同時に「学生教育研究災害傷害保険」及び「学研災付帯賠償責任保険」への加入手

続きを行っている。 

 本学には学生の自治組織である学友会が設けられている。学友会の主な活動は、新入生

歓迎会、大学祭、卒業記念パーティ等の大学行事に係るものであり、会員にとって人間的

成長を遂げるよい機会となっている。そうした活動に対し、後援会費及び学友会費より支

援をしている。 

 また、本学における学生の自主的な課外活動のうち、本学及び本学のクラブ活動全体の

活性化並びに新入生獲得に資するための指定強化クラブに対し、大学の予算の範囲内にお

いて大学の現状を踏まえクラブの実情を勘案し支援を行っている。また、後援会費からも

指定強化クラブに対し、対外試合・遠征等の交通宿泊費等の支援も行っている。 

 その他のクラブに対しても、学友会費からクラブの活動に関する費用の支援を適切に行

っている。 

 

学生相談室 

 本学では、学生の心身の健康保持と増進のため個人相談に応じ、その解決のための適切

な助言や支援を行うために学生相談室を設置している。なお、開室時間等は、便覧や掲示

板等で周知を行っている。特に、本学は平成 19(2007)年度から児童養護施設等出身の学生

を受け入れてきた経緯から、萩本校キャンパスにおいて社会福祉を専門とする教員を中心

に学生相談に特化した体制を目指してきた。学生相談室には本学の専任教育職員の中から

選ばれた室長と室員を置き、交代で学生相談室に常駐し、相談に応じている。児童養護等

出身学生への支援として、具体的には、平成 28(2017)年度の大学紀要にて相談体制や課題

について掲載している。その後、課題への対応をふまえて、現在まで相談室を開室してき

た。前期・後期の学生相談室の利用状況は学生委員会及び教授会で報告している。 

 東京キャンパスにおいても、萩本校キャンパスと同様に、学生相談室を学生用ラウンジ

がある東京キャンパス 5 階に設置していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、

原則として予約制の個別面談を 6階会議室及び図書室で行っている。 

 

(3)2－4の改善・向上方策(将来計画) 

本学では、独自の奨学制度等様々なかたちで学生生活を経済的な面から支援している。

そして、新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい状況にある学生に対しては、国の「学

生等の学びを継続するための緊急給付金」を適切に活用し支援を行っている。また、学生

相談室を設置し、学生の心身の健康保持と増進のため個人相談に応じ、その解決のための

適切な助言や支援を行っている。来年度以降の課題の一つは、外部の進路支援アドバイザ

ーを確保し、学生の進路支援を強化することである。また、東京キャンパスでは留学生か

らの相談件数の多さから、組織的なとりまとめや教職員間の情報共有の体制が整っていな

い。とりまとめ手順の周知や相談内容の具体的な指導への活用のため、組織的整備を進め
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ている。 

 

2－5.学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2-5の自己判定 

「基準 2-5の基準を満たしている。」 

 

（2）2-5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

本学は、本部のある萩本校キャンパスと東京キャンパスを有しており、その校地及び校

舎面積は、「表 2-5-1」のとおり、大学設置基準を満たしている。 

 

表 2-5-1 本学の校地及び校舎面積（大学設置基準との比較） 

校地面積 設置基準上必要校

地面積 

校舎面積 設置基準上必要校

舎面積 

1,522,599㎡  

9,800 ㎡ 

31,034 ㎡  

5,553 ㎡ 内萩本校 1,522,599㎡ 内萩本校  29,074㎡ 

内東京     0㎡ 内東京   1,960㎡ 

 

萩本校キャンパス及び東京キャンパスの概要は「表 2-5-2」及び「表 2-5-3」のとおりで

ある。 

萩本校キャンパスは入学者増加に対応するため、8 階建ての廃館したホテルを購入し、

令和 2年及び 3年の 2か年で、160名収容の第 3 学生寮として、改修整備を行っている。 

 

●萩本校（表 2-5-2） 

表 2-5-2 萩本校の施設概要 

名 称 面積（㎡） 主 要 施 設 

本館 1,665.39 1階：事務局、学生ホール、健康相談室、 

非常勤講師控室 

2階：学長室、理事長室、副理事長室、常務理事室、

大会議室、第 1、第 2、第 3応接室 

1号館 943.69 講義室（大、中）、控室（大、中） 

2号館 944.95 講義室（大、中）、控室（大、中） 

3号館 

 

1,501.24 1階：講義室 1・2、控室 

2階：講義室 1・2（メディア対応）、控室 

情報教育セン 689.20 1階：音楽室、ピアノ練習室、準備室 
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ター 2階：コンピュータ実習室、講義室、準備室 

5号館 310.09 萩スポーツ・文化センター、印刷室 

6号館 

 

896.46 1階：研究室、保育実習室、プレイルーム、行動観 

察分析室、グループカウンセリング室、面接室 

2階：研究室、図画工作室、調理実習室 

7号館 862.70 1階：研究室、演習室、トレーニング器具室 

2階：研究室、演習室 

8号館 862.70 1階：研究室、演習室、福祉実習準備室、福祉実習 

室、学生相談室 

2階：研究室、演習室 

附属図書館 

 

1,875.10 1階：ロビー、ブラウジング、開架閲覧室、特別閲 

覧室、書庫、館長室、事務室 

2階：スタジオ、AV閲覧室、書庫、 

交流会館 

 

886.11 1階：交流ホール、事務室、食堂、喫煙室 

2階：ミーティングルーム 

レストハウス 134.72 化粧室（男女） 

体育館 

 

 

2,869.50 1階：アリーナ、ロビー、ホール、教員控室、器具 

室、更衣室、シャワー室、部室、トレーニング室 

2 階：ホール、柔道場、リトミック室、用具室、部

室 

サークル棟 347.75  

第 1学生寮 4,977.77 9階建 145名（ゲストルーム含む） 

第 2学生寮 1,368.28 3階建 76名 

第 3学生寮 7,669.44 8階建 160名 

弓道場 173.94 射場、的場、看的所、控室 

車庫・倉庫・守

衛室 

94.4  

グラウンド 9,691.00  

夜間野球練習 1,977.00  

ゴルフ場 1,377,266.69 18ホール 

 

●東京キャンパス（表 2-5-3） 

表 2-5-3 東京キャンパスの施設概要 

 面積（㎡） 主要設備 

4階 392.15 教室 1・2・3・4・5 

5階 392.15 合同研究室、学生ホール 

6階 392.15 事務室・保健室・図書室・学生相談室・合同研究室 

7階 392.15 教室 1.2 
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8階 392.15 教室 1 

 

 東京サテライト教室の速やかなキャンパス化に向け、平成 30 年 1 月に豊島区池袋１丁

目イマスビルに移転を完了するとともに図書室の設置、AV機器の充実など、教育環境の整

備を図り、令和 2年 4 月にキャンパス化が完了した。なお、賃貸契約の建物を使用してい

る東京キャンパスのさらなる学習環境の改善向け、新キャンパスの検討も進めている。 

 令和元年度に、萩本校キャンパスの講義教室に吊り下げ型のプロジェクターを取り付け、

無線によるミラーリングを行い、講義中における視覚教材の活用を進めた。さらに翌令和

2年度には利便性向上のため、全てのプロジェクター設備に HDMI配線工事を行った。この

有線化によって視覚教材活用時の安定性が向上した。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

萩本校キャンパスに設けられた附属図書館は、1 階に閲覧席 170 席を有し落ち着いた雰

囲気の中で勉強に集中することができる。学生用 PCは 5台設置し、2 階にはスタジオ、AV

閲覧室と視聴覚設備が整備されている。 

 附属図書館ホームページより OPACで所蔵確認、貸出状況の確認をすることができる。所

属キャンパスに所蔵されていない資料については、所定の申込みにより取り寄せて利用す

ることができる。 

 附属図書館の開館時間は、平日 8時 45分から 17時 30分まで(土・日・祝日休館)となっ

ているが、大学の授業、行事等にあわせて臨機応変に対応している。館内全域で学内 Wi-Fi

が利用可能で、開架閲覧室に設置している机には電源コンセントもあるため館内でオンラ

イン授業等への参加も可能となっている。ロビーは展示スペースとしても開放しており、

教員の研究成果をはじめ、学生の授業成果や卒業制作の発表、山口県大学 ML 連携事業での

展示等に活用している。また、学生サークルと共同で地域の子どもたちを対象とした絵本

を用いたワークショップも年 2回程度開催している。 

 東京キャンパスでは PC教室に 21台のパソコンを、全教室に AV設備を導入し、PC、大型

モニター(大・中教室は複数台)を備える他、有線 LAN接続発信による遠隔・ハイブリッド

型授業も実施できる環境を整備し、活用している。また、東京キャンパス図書室の開室時

間は、火曜日から木曜日の 9時から 17時までとなっている。日本語能力試験受験対策のた

め、特に語学関係図書を充実させている。また、母国語での学習もできるように、ベトナ

ム語等の洋書も所蔵している。 

 附属図書館の利用については「学生便覧」に明記するとともに、入学時の図書館オリエ

ンテーションで附属図書館長と司書による説明を実施している。また、初年次教育の一環

として「基礎ゼミⅠ」においても図書館案内や活用法、OPACの利用方法について実際に館

内を案内しながら授業を実施している。「基礎ゼミⅢ」及び「基礎ゼミⅣ」では、各種文献

検索やデータベースの利用方法などを実際に検索しながら授業を実施している。学生の読

書推進のため、年 3回の「図書館だより」の発行のほか、「本読み選手権」と題したイベン

トも実施している。 

 地域貢献の一環として、地域住民への開放を行っている。図書の貸出のみでなく、ロビ

ーも希望があれば展示スペースとして貸出を行っている。 
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 情報教育センターには、音楽実技及び「情報処理実習Ⅰ」及び「情報処理実習Ⅱ」、その

他パソコンを用いた講義のために、1階にグランドピアノを備えた音楽室を、2階には PC40

台を揃えた PC実習室を設置している。また、音楽室に隣接して、ピアノ練習室を 5部屋設

置しており、学生たちが必要に応じて個別練習が可能な環境を備えている。 

 6 号館には、保育士養成科目で調理実習を行う際の調理実習室を設置し、学生の調理実

習を行っている。教員用調理台の上部に鏡を配し、学生が教員の手元を確認しやすいよう

配慮をしている。 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

 萩本校キャンパスでは、トイレ設備については、主に学生及び来客が使用する個所で多

目的トイレを併設しており、車いす使用者への対応がなされている。事務局を構える本館

にはエレベーターを 1 基設置しており、車いす利用の来客者等があった場合に用いられて

いる。講義の多くが行われる 3号館は 2階建てで、エレベーター設備を有していないもの

の、階段もしくはスロープを使った昇降が可能である。3 号館のスロープ設置場所側の駐

車場には障がい者用駐車スペースを確保しており、障がい者等が 3号館を利用する際の利

便性を高めている。 

 東京キャンパスでは、賃貸物件の 4階から 8階を使用している。エレベーターは 2基設

置され、建築基準法に基づく安全基準に適合している(建物 1階入口には自動ドア、スロー

プが設置されている)。また、1階共用部分には車椅子対応の多目的トイレを完備している。

なお、4階から 8階の占有フロアは廊下、教室のすべてがフラット面で構成されている。 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

 萩本校キャンパスでは、令和 2(2020)年度から外国語科目のうち受講生が多い「英語」

について 2クラス制を敷いた。クラス分けについては能力別としており、受講生の英語能

力に応じた授業内容を提供する配慮を行っている。また、新型コロナウイルス感染防止の

対応として、受講生の多い科目については大教室への教室変更を行う、多数の受講者が履

修する科目についてはリモート授業に切り替える対策を打ち出す等の対応をとっている。 

 東京キャンパスでは、「基礎ゼミ」に関しては、新入生は入学前事前研修プログラムの結

果により、2年生は 1年次の成績により学生の問題解決能力に応じて、1 クラス 20名程度

になるようクラス分けを行っている。語学系科目「日本語」に関しては、学期始めに Web

による日本語試験(J-CAT(Japanese computerized adaptive test))を受験させた上、1 ク

ラス 20名程度になるよう日本語能力に応じてクラス分けを行っている。その他の選択科目

などに関しては、時間割の工夫をすることにより履修登録者が偏らないよう配慮を行って

いる。 

 

(3)2-5の改善・向上方策(将来計画) 

 萩本校キャンパスにおいても東京キャンパスにおいても、学生のための学修環境は一定

程度整備されている。課題として、PC台数の確保があるが、情報処理演習系の科目につい

ては複数回実施する等できる限り多くの学生がパソコン操作の技術・知識を修得できる機

会を確保できるようにしている。また、新型コロナウイルス感染拡大防止措置を十分講じ、
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授業時間外でも PCを利用できるよう各キャンパスで取り組みを続けている。 

 

2-6．学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

(1)2－6の自己判定 

「基準項目 2－6を満たしている。」 

 

(2)2－6の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

2-6-①学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修支援に関する学生の意見・要望を把握するため、各学期終了時には学生に対し「授

業評価アンケート」を実施している。平成 29(2017)年度までは紙媒体で実施していたが、

平成 30(2018)年度以降は大学ポータルサイトのアンケート機能を活用して実施している。

紙媒体で実施していた時は、学務課が集計したものを各科目担当教員にフィードバックし、

各学生が次年度の授業計画の改善に活用していた。ウェブアンケートに移行してからは、

大学ポータルサイトのアンケート機能を活用し実施及び集計が行われている。今後の授業

改善の資料として次年度のシラバスに反映させることとしている。 

 また、大学 IR室が設置された令和 2(2020)年度は、授業評価アンケート結果は今後の授

業改善に向けた教職員能力開発(FD・SD)の場において報告し、各教員に活用されている。 

 

2-6-②心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・

要望の把握・分析と検討結果の活用 

学生の心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望を把握するため、学生相談室を活用している。学生相談室の利用状況は教授会で

報告し、教職員間で情報の共有を図っている。 

また、事務局窓口での個別の相談も受けている。特に奨学金や授業料に関する相談で、

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」に関しては、学生部長が希望学生一人ひと

りと面談を行い学生生活に関する経済状況の把握に努め、その検討結果をもとに給付金の

支給を行い、支援を必要とする学生の生活改善に活用している。 

 

2-6-③学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修環境に関する学生の意見・要望を把握するため、本学では「学生提案制度」を導入

している。これは、萩本校においては交流会館(学生食堂)及び本館事務局カウンターに、

東京キャンパスにおいては事務室に「学生提案箱」を設置している。 

学生から寄せられた提案は、学務課が取りまとめて関係部署が回答を作成する。回答は

学内掲示板で公開している。学生生活に密着した提案は、本学に対する認識を探るための

重要な指標であると同時に、提案の採用を通して学生と大学とをつなぐ絆であり、その活

用を今後も進めていく。 
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(3)2－6の改善・向上方策(将来計画) 

本学では、学生の学修状況や生活状況の把握に努めるとともに、授業アンケート等を通

して学生の意見・要望を可能な限り収集し、教職員間で情報の共有を図っている。しかし

現状では、満足度調査及びその分析が不十分で、大学全体としての傾向の把握といったマ

クロ的視点からの分析がまだ不足しているため、今後改善を図っていく。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

本学では、アドミッション・ポリシーを策定し、学生の受け入れ体制の方針を明確にす

るとともに、常に自己点検・評価の作業を行っている。 

本学の学修環境は、教職員が協働して個々の学生に合った学修支援を提供しており、そ

のような体制が学生のキャリア支援・社会的職業的自立の支援と強く結びついている。さ

らに、経済的な支援や相談支援が必要な学生に対する対応も整備されている。学生は、自

身の学びに応じた学修環境で、質の高い学修を行うことができる。加えて、小規模校とし

ての小回りのよさを生かして、学生個人の意見を収集し、意見や要望を具体的に聞き取る

こともできる。今後は、学生全体のニーズや状況を具体的に把握し、学生への支援をより

強化していく。 

以上のことから、基準 2 を満たしていると判断できる。 
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基準 3. 教育課程 

3-1. 単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-①教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-②ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定規準等の策定と周知 

3-1-③単位認定規準、進級基準、卒業認定規準、修了認定規準等の厳正な適用 

(1)3-1の自己判定 

基準項目 3-1を満たしている。 

 

(2)3-1の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

 本学の 3つのポリシー(アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロ

マ・ポリシー)は平成 30(2018)年 1月の第 285回教授会で、学長から周知、徹底された。 

 

〈至誠館大学ディプロマ・ポリシー〉 

至誠館大学の学士課程教育では、建学の理念および大学の基本理念を踏まえ、次に掲げ

る能力を備えた人材を育成するものとし、本学学則に定める卒業要件を満たした学生に対

し、学士の学位（ライフデザイン学）を授与します。  

 

1）知識・理解  

1.人々の幸せ（福祉）の視点から地域における課題を探究するための知識、技能等を体系

的に理解している。  

2.修得した知識体系、技能等を地域社会の文化向上と福祉増進の実現と結びつけて理解す

ることができる。  

 

2）汎用性技能  

1.世界平和実現に必要な、世界の地域文化を受容する柔軟的理解や関わりができる。  

2.物事を多角的に分析するために、論理的な思考および判断ができる。  

3.多文化共生に求められる豊かなコミュニケーション能力をもつ。  

 

3）態度・志向性  

1.至誠通天の心（公共的良心）をもち、各界の先駆者（パイオニア）として主体的に行動

できる。  

2.他者を尊重し、多様な文化や背景のある人々と協調・協働して行動することができる。  

3.文化・福祉の向上に向けて、誠実に物事に取り組むことができる。  

 

4）総合的な学習経験と創造的思考力  

1.個人および地域の課題を発見し解決していくために、人間や地域の成長過程を幅広くと

らえることのできる教養と実践力を有することができる。  

2.人生で迎える節目ごとに生きることの意味を受け止め直し、自らのライフデザインの公
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共性を高めていくことができる。  

3.身の回りの人びとの多様な人生の見取り図をデザインし、夢の実現を支えることができ

る。 

 

本学のディプロマ・ポリシーは大学案内や大学ホームページ、大学ポートレートなどに

掲載することによって、広く学内外へ周知を図る。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業判定基準、修了

認定基準等の策定と周知 

 単位認定の基準は、「至誠館大学学則 第 3 章 教育課程の編成、教育方法、授業科目及

び単位の認定等」「至誠館大学現代社会学部規則 第 1章総則(成績の評価)第 13条」、卒業

資格については同規則第 17条(卒業の要件)、第 18条(卒業の認定)」に定めて運用を行っ

ている。なお、本学には進級に関する規程はないため、進級判定は行っていない。 

これらの基準については、入学時に学生へ配付する学生便覧で明示している。学生は学

生便覧を通じて常に参照することが可能である、また、令和元(2019)年度以降は教務委員

会でカリキュラムマップを作成しており、ディプロマ・ポリシーと科目との関連性を整理

している。 

 単位認定基準については、各科目担当教員がシラバスにて客観的評価基準を明記するこ

とをシラバス作成の手引きで徹底しており、学生への周知を進めている。なお、単位修得

状況の把握については、各学期前に実施しているガイダンスで単位修得表を配付し、学生

は自分の状況を理解できる体制となっている。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級判定基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な運用 

 単位認定の基準については、至誠館大学学則25条2項に「前項の試験等の成績の評価は、

秀、優、良、可、不可とし、秀、優、良、可を合格とする」と定めている。また、シラバ

ス作成の手引きで、シラバス作成の手引きに成績評価基準を詳細に記載することにより、

公正な成績評価を図っている。また、学部規則において履修登録できる単位数の上限を設

定する「キャップ制」が定められている。 

令和元(2019)年度から本学における GPA制度に関する規程が施行され、規程および内規

に基づき、厳正に適用している。同内規第 2条では、学生表彰の選考などの GPAの活用方

法が記載されている。また、教育の質保証の一環として、成績優秀者に対するキャップ制

による履修上限の優遇措置のほか、基準を下回る学期 GPAの学生には指導担当教員が面談

を実施し、2 期連続して基準を下回る場合は学生部長と指導担当教員が指導を行う。その

うえで 3期連続して基準を下回る GPAであった場合には、自主退学勧告を行う措置を設定

している。 

 卒業認定については、至誠館大学学則第 5 章第 37 条(卒業および学士の学位)、別表 1、

および至誠館大学現代社会学部規則第17条(卒業の要件)、第18条(卒業の認定)で明示し、

これに基づいた資料をもとにして教務委員会で成績評価の集計を行い、卒業判定原案を作

成する。そのうえで、教授会における卒業判定会議で厳正な審議の上、認定している。 
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(3)3－1の改善・向上方策(将来計画) 

GPA 制度の内規における履修上限の優遇措置は設定以降、毎期数人の該当者があった。

一方で、令和 2(2020)年度には基準を下回る学生も該当者があった。今後は、GPA制度を活

用した学生指導の在り方を議論し、学生の実態に合った運用方法を検討していく。 

 

3-2. 教育課程及び教授方法 

3-2-①カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-②カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④教養教育の実施 

3-2-⑤教授法の工夫・開発と効果的な実施 

(1)3-2の自己判定 

基準項目 3-2を満たしている。 

 

(2)3-2の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

3-2-①カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

 本学のディプロマ・ポリシーを実現するため、カリキュラム・ポリシーを定めている。 

 

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針) 

本学の使命と教育目的に基づき、「豊かな教養」「公共心」「将来世代観点」「深い専門

的知識と技能」を養い、学位「学士（ライフデザイン学）」にふさわしい志と知識と実

践力を担保する体系的なカリキュラムを編成するために、以下の 3 つの要素（「学修・

研究」「人間形成」「地域貢献」）を定めます。  

 

1）学修・研究  

知識と技能のバランスがとれた学修（文武両道）を通して、地域社会に適応した人々の

幸福（福祉）の実現に必要とされる、複眼的（共時的・通時的）視野と公共的良心（至

誠通天の心）を養います。その際、特に初年次教育を重視して、基礎的コミュニケーシ

ョン能力、創造的思考力、論理的判断力、キャリア形成の基礎力（①人間関係形成・社

会形成能力、②自己管理能力、③課題対応能力、④キャリアデザイン能力等）を養いま

す。また、卒業研究を通して、エビデンスに基づく客観的分析力と論証力およびプレゼ

ンテーション能力を養います。  

2）人間形成  

広い分野の知識と豊かな教養の修得のために、文化・芸術に幅広く触れます。同時に、

パイオニア精神を持って主体的に自他のライフデザインに取り組む姿勢を養うために、

数多くの人生モデルに接します。また、心身の鍛錬を通じて、実社会での協調力やリー

ダーシップ等を養うために、各種スポーツ実技科目を習得します。  

3）地域貢献  

地域の理解と活性化を目的としたフィールドワークを行い、主体性と実践力の向上を図
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ります。その上で、地場産業と連携したインターンシップを通して地域社会への貢献の

志と社会人としての自覚を高めます。 

 

 上記のカリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシーと同様に学生便覧に明記して

いる。 

 

3-2-②カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

本学ではライフデザイン学部から 3つのポリシーを同一のワーキンググループで検討を

しており、全体を意識したポリシー策定を行っている。 

 

3-2-③カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

本学では、令和 3年度より学部学科名称が変更されるため、令和 2年度はカリキュラム

改革の議論を推し進めた。ただし、基本的な性格を変更することはなく、「基礎教育科目」

と「専門教育科目」の区分を設定している。学生はまず、基礎教育科目にて基礎ゼミⅠ～

Ⅳや各教養科目を受講する。また、社会福祉系の大学として「社会福祉概論Ⅰ」「社会福祉

概論Ⅱ」が 1年次の必修科目として設定されている。令和 3年度より学部学科名称が変更

されるため、「社会福祉概論Ⅰ・Ⅱ」に代わって令和 3(2021)年度より 1 年次必修の新規科

目として「現代社会学と社会福祉」が設置される。 

専門教育科目では、「各専攻の専門分野の体系性に基づいて順次性をもって論理的な思考

および判断ができるよう、年次進行に応じて科目を配置」しているが、1 年次に配置され

た専門共通科目は、3 専攻の専門教育の基本・導入の科目が配置されている。ここで専門

的な学問の基礎を身につける過程において、学生がそれぞれ目指したい方向性を主体的に

選択していけるような体系となっている。 

 学生便覧には、本学学生が目指す資格免許、目標に合わせて取得の条件が記載されてい

る。また、各専攻レベルで履修系統図を作成し、入学時の教務オリエンテーションにおけ

る専攻紹介において、それぞれの履修イメージを可視化するよう努めている。 

 

3-2-④教養教育の実施 

 本学は、学生が幅広い教養と豊かな人間性を備え、現代社会の中で的確な判断力を持っ

て行動できる力を養うため、教養科目を開講している。本学の教養科目は、基礎教育科目

が該当する。基礎・共通・地域・外国語・留学生(留学生のみ)・保健体育と区分があり、

卒業のためには 30単位以上を修得する必要がある。 

本学では、1年次からゼミ科目を必修科目として配置し、1年時の基礎教育科目及び専門

共通科目、2 年次以降の専門教育科目を学ぶ上で必要な基盤づくり等について学修する機

会を設けている。 

 

3-2-⑤教授法の工夫・開発と効果的な実施 

 教育方法の工夫・開発については、授業評価アンケートの結果を受けて次年度のシラバ

スに授業改善点を記載している。 

 コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和 2(2020)年度は一定の基準を設けてオン
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ライン授業を取り入れてきた。学生に対しては令和 2(2020)年度にオンライン授業に関す

るアンケートを実施している。 

 

(3)3－2 の改善・向上方策(将来計画) 

 本学では、令和 3(2021)年度より学部学科名称が変更されることに伴い、それまでの教

育課程の内容が学生にとって明確となるように、全学の使命・目的を踏まえたディプロマ・

ポリシーならびにカリキュラム・ポリシーの改定と実行を実施してきた。しかし、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響を受け、本来の議論が十分にできない部分があった。 

そこで、3 専攻における教育目標を踏まえた専攻ディプロマ・ポリシーを令和 3(2021)

年度に作成する計画を進めている。このことにより、ディプロマ・ポリシーならびにカリ

キュラム・ポリシーの整合性のチェックをより厳密に行い、教育改善や教授方法の改善に

つなげていく。 

 

3-3. 学修成果の点検・評価 

3-3-①3ポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-②教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフ 

ィードバック 

(1)3-3の自己評価 

基準項目 3-3を満たしている。 

 

 (2)3-3の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

3-3-①3ポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

 本学の 3つのポリシー(アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロ

マ・ポリシー)は平成 30(2018)年度周知され、それに基づいた学修成果の点検・評価につ

いて議論を進め、実施している。 

 

3-3-②教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィ

ードバック 

 

授業評価アンケート 

授業評価アンケート 各科目レベルにおける学修成果の点検・評価結果のフィードバッ

クについては、シラバス作成の手引きにおいて、前年度の授業評価アンケート結果を参考

に、今年度の授業改善内容を記載することとしている。各教員に授業改善の取り組みを委

ねてきた状況である。授業評価アンケート結果の集計及び分析については、大学 IR室の協

力を得て、整理したものを教職員能力開発(FD・SD)研修として教職員全体にフィードバッ

クしている。 

 

卒業前・卒業後調査 

 令和 2(2020)年度より卒業生に対するアンケート調査を実施した。しかし、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を受け、卒業生の回答を十分に回収できなかった。そのため、結
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果を分析し、改善の方策を示す段階には至っていない。今後、卒業生の回答を十分に回収

できる工夫を行う。また、令和 3(2021)年度に卒業予定者アンケートおよび卒業生の就職

先調査のプレ・テストを実施する予定である。今後、本学のディプロマ・ポリシーと就職

先で求められる能力を比較検討し、中長期的なディプロマ・ポリシーの改善に役立ててい

く。 

 

(3)3－3 の改善・向上方策(将来計画) 

令和 2（2020）年度は、学部学科名称を見据えて、３つのポリシーの点検やアセスメン

ト・ポリシーの確立を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大を受け、本格的

な議論と策定は令和 3(2021)年度に持ち越すこととなった。令和 3(2021)年度は、ライフデ

ザイン学部から続く教育課程における学修成果の可視化に関連した事項の検討・整備を進

めるとともに、学修成果の可視化および点検・改善のためのアセスメント・ポリシーおよ

びディプロマ・ポリシーに基づいたルーブリック評価を作成する予定である。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

ディプロマ・ポリシーおよび専攻ディプロマ・ポリシーは、全学の使命・目的及び専攻

の教育目的を基に策定され、カリキュラム・ポリシーと共に、本学ホームページ、シラバ

スの作成手引きに掲載することで学内外に周知している。 

本学の教育課程では、ポリシーの明確化を目的に、ディプロマ・ポリシーとカリキュラ

ム・ポリシーを点検し、教養教育と専門教育の有機的な編成を確保している。また、シラ

バスは適切に整備され、履修登録単位数の上限(キャップ制)や GPAを活用した指導を行う

等、教育の質を保障するための制度も構築されている。授業内容・方法の工夫や教授方法

の改善については、教務委員会を中心に、授業評価アンケートの内容点検を行うとともに、

教職員能力開発(FD・SD)委員会で研修の場を設けている。 

以上のことから、基準 3 を満たしていると判断できる。 
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基準 4．教員・職員 

4-1. 教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確

立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

(1)4-1の自己判定 

 基準項目 4－1を満たしている。 

 

(2)4-1の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

至誠館大学組織規程第 11条に「学長は、大学の学務を掌り、所属の職員その他を統督し、

大学を代表する。」と明記するように、学長は、大学を代表するとともにその遂行に必要な

権限を有し、リーダーシップを適切に発揮して、種々の取り組みを行っている。 

本学の意思決定にあたって、中心となる会議体は運営会議と教授会である。学長が議長

となる運営会議は本学の役職者(副学長、学部長、教務部長、学生部長、入試部長、附属図

書館長、大学事務局長、大学担当理事、東京キャンパス長、東京キャンパス事務長)と学長

が指名する者によって構成され、本学内及び本学と本法人との間の重要事項を審議する会

議と位置付けられている。 

学部長が議長となる教授会において審議を主導し、両会議での審議・意見に基づいて最

終的に学長が本学としての意思決定を行っている。また、その他の主要な委員会において

も学長諮問案件として教授会に議題が提示される等により学長の意思が示されており、本

学の教学運営の方向性や目標を決定するにあたって学長のリーダーシップが適切に発揮さ

れている。 

教学マネジメントの場においては、前述の大学運営会議・教授会の運営を通じた関与の

ほか、教学マネジメントの PDCA サイクルにおいて要となるチェック機能を担うため、自

己点検・評価運営委員会(以下「評価運営委員会」という。)を置く。評価運営委員会は、

大学運営会議の委員で構成し、委員長は学長が務める。 

また、定期的に「専攻長会議」「専攻会議」「東京キャンパス教職員連絡会議」及び「萩

本校キャンパス教職員連絡会議」を開催し、様々な立場、角度から大学全体で協議する体

制を組織し、全学的に意思の統一が図れるようにしている。 

こうした学長のリーダーシップが適切かつ十分に発揮されるようにするため、副学長が

学長の補佐を行う。 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築  

 本学では、大学運営会議、学部教授会及び各種委員会等の教学マネジメント組織を編成

しているがマネジメントの詳細は以下の通りである。 

運営会議の構成員は、学長、副学長、学部長、教務部長、学生部長、入試部長、附属図

書館長、情報教育センター長、東京キャンパス長、大学事務局長、東京キャンパス事務長、
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大学担当理事及び学長が指名する者であり、大学の管理運営に関する重要事項を審議する

ことを目的としている。具体的な審議事項は以下の 8項目であり、学長の決定に資するも

のである。①教育支援に関する事項、②学生支援に関する事項、③自己点検・評価に関す

る事項、④ハラスメント防止に関する事項、⑤危機管理に関する事項、⑥情報公開に関す

る事項、⑦理事長から学長に諮問された事項、⑧その他大学の管理運営に関する事項。 

学部教授会の構成員は、学長、副学長、学部長、教授、事務局長、准教授、講師及び助

教で、学長が次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うにあたり、次の

3つの事項について学長に意見を述べるものとしている。①学生の入学、卒業及び課程の

修了、②学位の授与、③前 2号の掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教

授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。 

各種委員会は、図書委員会、教務委員会、学生委員会、進路支援委員会、倫理委員会、

国際交流委員会、福祉実習委員会、教職員能力開発(FD・SD)委員会、広報委員会、教職課

程委員会、教職課程運営委員会、入試委員会、学生寮管理運営委員会及び衛生委員会とあ

り、一部の委員会を除きすべて毎月定期的に開催され、学則に定められた事項を審議して

いる。すべての委員会で会議終了後に議事録が作成され、構成員による確認を経て内容が

確定される。これらの委員会はすべて学長の統括下にあり、学長の意思は大学運営に反映

している。入試委員会と教職課程委員会は学長が委員長としてこれを統括しており、大学

運営上適切なリーダーシップを発揮している。 

以上より、本学の使命・目的に沿った意思決定及び学長のリーダーシップ、教学マネジ

メントについて、関連法規に則って定められた学則等により適切に整備されており、また

学長業務を補佐する体制・組織が機能している。 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

 「学校法人菅原学園組織運営規程」において、法人全体の体制整備について定めている。

また、「至誠館大学組織規程」において大学及び大学事務局のそれぞれの職務を定め組織を

整備し、大学の適正かつ円滑な管理運営を図る。 

 本学の事務組織は、「至誠館大学組織規程」および「至誠館大学東京キャンパス管理運営

規程」に基づき、総務課、経理課、管財課、学務課、広報課、東京キャンパス事務が配置

されている。学務課においては、教育課程編成や学生教育運営を担う教務担当者の他、学

生の厚生補導を担う学生支援担当者、広報課と連携しアドミッション・ポリシーに即した

学生募集の実施を担当する入試担当者を配置している。 

 また、学生及び教員の教育・研究支援を担当する附属図書館に、必要な知識を有する事

務職員として司書を置き、教学マネジメントを含む大学の目的を達成するために必要十分

な体制が整えられている。現状の事務処理に必要な人員を確保するため、退職等により欠

員が生じた場合には、後任を採用するなど速やかに対応している。 

本学の事務体制を含めた組織体制(管理組織)は図 4-1-1(至誠館大学組織規程別表 組

織図) に示す通りとなっている。 

 

(3)4－1の改善・向上方策(将来計画) 

 教員と職員の協働を図って効果的に大学運営ができており、副学長及び学長室の補佐の
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下学長が強力なリーダーシップを発揮する体制が整っているが、さらにこの体制を協力に

推進するためには教職員の資質・能力の向上が大切であることから、FD・SD 活動を一層積

極的に推進し、人材の育成に尽力していく。 
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図4-1-1 至誠館大学組織図 
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4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・ 

開発と効果的な実施 

 (1) 4-2の自己判定 

  基準項目 4－2を満たしている。 

 

 (2)4-2の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員確保と配置 

 「至誠館大学学則」第 1条に示す教育目的に基づいて、「至誠館大学学則」第 4条にある

ような学部、学科及び専攻を編成し、「至誠館大学学則」第 3章の第 18 条から第 29条の 2

に示すように教育課程を編成している。本学はこの教育課程に即して主要科目に専任教員

を配置している。専任教員数は「大学設置基準」第 13条の別表第一及び別表第二の基準を

満たしている。また、幼稚園教諭一種免許状、中学校教諭一種免許状(保健体育)及び高等

学校教諭一種免許状(保健体育)の教職課程に関する専任教員数は、それぞれ「教育課程認

定基準」を満たしている。さらに「至誠館大学学則」第 20条第 4項に定める社会福祉士国

家試験受験資格を得させるための教育課程に関する専任教員数は、「社会福祉士に関する科

目を定める省令」第 4条の第 2号から第 4号(教員資格要件と員数)の基準を満たしている。

保育士の資格を得させるための教育課程に関する専任教員数は、「指定保育士養成施設基

準」第 4-(2)-ア-(ア)及び第 4-(2)-イ-(ア)から(オ)の(教科担当教員組織及び教員資格)

の基準を満たしている。 

また、教員の採用と昇任に関しては、「至誠館大学教員選考規程」と「至誠館大学教員選

考規則の運用に関する内規」があり、人事委員会が中心となって審査を行っている。人事

委員会においては、最終学歴と学位、研究業績、教育業績及び社会貢献等をもとに一次選

考を行い、採用については一次選考通過者に対して面接を行っている。これらの結果を教

授会で審議し、学長が理事長に推挙し、理事長の決定に資する。これらの作業の結果、教

育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置が厳正かつ適切に行われている。 

 

 4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の 

工夫・開発と効果的実施 

 「大学設置基準」第 25 条の 3 に基づき、本学は「至誠館大学教職員能力開発(FD・SD)

委員会規程」に則った研修会を、令和 2(2020)年度は 6 回開催した。テーマは「遠隔授業

についての提案と説明」、「遠隔授業の為のツールについて」、「至誠館大学特別奨学制度と

高等教育修学支援制度について」、「今求められるデータサイエンス教育を考える」、「2020

年度前期授業評価アンケート結果について－今後の授業改善について－(萩本校)」及び

「2020年度前期授業評価アンケート結果について－今後の授業改善について－(東京)」。 

これらの研修会を通じて教育活動や授業改善に繋げていった。また、令和 2(2020)年度

の研修会においては、新型コロナウイルス感染防止対策のため対面授業が出来ない場合も

あったことから、オンライン授業を導入するために Zoomの取り扱い等の研修会も含まれて

いる。 
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 (3)4-2の改善・向上方策(将来計画) 

 毎年数回実施している FD研修会の内容は、教育界の変化、社会の要請及び教員のニーズ

に基づき、至誠館大学教職員能力開発(FD・SD)委員会において決定し、改善に取り組んで

いる。特に令和 2(2020)年度においては、新型コロナウイルス感染症を考慮して全員がオ

ンライン授業を出来るように Zoomの取り扱いの研修会も含めており、高等教育を取り巻く

状況に応じて様々な改善に努めていく。 

 

4-3. 職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資 

質・能力向上への取組み 

 (1)4-3の自己判定 

 基準項目 4-3を満たしている。 

 

 (2)4-3の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

 4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向

上への取組み 

大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るために必要な知識・技能を習得さ

せ、その能力・資質を向上させる機会として、職員(大学執行部、教員、事務職員等)を対

象に、SD研修会を令和 2(2020)年度は 4回開催した。テーマは「至誠館クラブの活動につ

いて」、「今年度の教職員評価について」、「認証評価について」及び「一人ひとりが輝き、

働きやすい職場を目指して～ハラスメント～」。 

 

 (3) 4-3の改善・向上方策(将来計画) 

 本学では、これまで教職員能力開発(FD・SD)研修において SD研修会を実施してきている

が、SD研修会をより組織的で計画的なものにするために、教職員から様々な意見を収集し、

研修の規程化を検討していきたい。また、内容をより充実させるために事前に教職員から

現状で課題となっていることについて情報収集するとともに、事後のアンケート結果に基

づき、改善を加えることも検討する予定である。さらに、各職員が保有・習得すべき職能

を可視化し共有するための新たなツールや学習機会を提供していきたい。 

 

4-4. 研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

(1)4-4の自己判定 

基準項目 4を満たしている。 

 

(2)4-4の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

 教員組織は、大学設置基準、各種免許・資格関係の認定基準等に規定される必要教員数
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を確保し適切に配置している。 

教員の研究活動を支援する体制は整っている。大学事務局経理課が各教員の学内研究費

及び学外研究費の執行に関する事務処理等を運用ルールに基づき適切に行っている。 

各教員に対する研究環境としては、全専任教員にパソコン、インターネット環境、空調、

書架等を備えた個別の研究室または合同研究室を整備している。 

研究時間については、専任教員に対し、週 5日を出校日として所定の時間内に授業、研

究及び学生指導等にあたることとした上で、その内の 1日を教員本人の申請に基づき研修

日として認め、研究に専念する時間を確保できるようにしている。 

 教員の資質・研究能力向上への取り組みとして、「至誠館大学研究紀要」を毎年度発行し

ており、教員の教育・研究能力向上の一助としている。 

  

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

本学では研究倫理に関する規程を定めており、厳正に運用している。研究倫理に関わる

学内審査は倫理委員会が行っており、人を対象とする研究のうち、倫理上の問題が懸念さ

れる研究について審査している。平成 29(2017)年度以降、倫理委員会で審査された研究の

年度別件数は以下の通りである。 

倫理審査の開催年度 倫理審査の件数 

令和元(2019)年度 1 

令和 2(2020)年度 1 

 教員の研究活動については「科学者の行動規範」(日本学術会議、平成 25(2013)年 1 月

25日改訂)に準拠した「至誠館大学における学術研究活動に係る行動規範」(平成 28(2016)

年 5月 30日)を定めている。 

研究活動における不正防止等については「研究活動における不正行為への対応等に関す

るガイドライン」(平成 26(2014)年 8月 26日文部科学大臣決定)に基づき、「至誠館大学に

おける研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程」を定めており、平成

31(2019)年 4月 1日に一部改正した。 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

 研究費の支援については、専任教員(教授・准教授・講師・助教)に対し個人研究費とし

て一人年間 11万円を支給している。 

また、学外の競争的資金の情報については、公的研究費の公募に関する情報を専任教員

に対して提供している。特に、科学研究費助成事業への申請を専任教員に促しており、教

授会において科学研究費応募要項の説明を年 1 回、応募時期(9～10 月)に合わせて行って

いる。科学研究費の実績として、平成 29(2017)年度以降、以下の研究が採択されている。 

 

課題番号 研究種目名 研究課題名 

19K14140 若手研究 児童養護施設の文化構築に関する教育社会学的研究―職

員と保護者の交流に着目して― 
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自治体からの助成金公募に関する情報についても専任教員に対して提供している。 

 研究活動における設備等物的支援については、各種運動や発達及び発育に関わる測定の

研究活動支援として、体育館内教員室に光電管、跳躍高測定装置、ワイヤレスタイム計測

デバイス、反応センサー、重心動揺計測センサー、パワー測定器等を備えている。 

大学院を設置していないため、RA(Research Assistant)等の人的支援は行っていない。 

 

(3)4-4の改善・向上方策(将来計画) 

 現状では法令に基づき適正に研究活動が行われているが、今後も、研究不正が生じない

ように啓発活動を実施していく。学外の競争的資金獲得については今後ますますの増加が

望まれることから、現在、専任教員に対する毎年の科学研究費助成事業への申請義務化の

検討が望まれる。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

 教学マネジメントについては、学長のリーダーシップのもとで適正に構成され運営がな

されている。一方で、時々刻々と変化する社会的な状況にも組織改編を通じて適正に対応

がなされている。 

 教員の配置については、大学設置基準に基づき、本学の教育目的達成と教育課程の効果

的な運営を実現するために必要な人数が確保され、その採用と昇任は、規程に則って公正

かつ適切に運用されている。 

 教職員の職能開発については、教職員能力開発(FD・SD)委員会が主催で、必要な研修会

を年数度にわたって組織的及び継続的に実施している。 

研究支援については、物理的な研究環境が概ね整備され、適切に運営・管理されている。

また研究倫理に関する規程が整備され、これらに則った厳正な運営・管理が、所轄委員会

を中心に行われている。 

以上の自己評価により、基準 4を満たすと判断するものである。 
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基準 5．経営・管理と財務 

5－1．経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1の自己判定 

「基準項目 5－1 を満たしている。」 

 

（2）5－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

学校法人萩学園は、平成 24(2012)年 6月に 2 度目の民事再生を申請し、翌年 5月、学

校法人菅原学園による支援が開始された。その際、新たに就任した菅原一博理事長より、

大学存続のための支援表明がなされた。 

平成 26(2014)年度より、大学名称及び法人名称をそれぞれ至誠館大学と学校法人萩至

誠館に変更し、大学の基本理念となる「至誠通天」の気概をもって全学を挙げて教育研

究に当たることを改めて表明した。 

さらに、懸案事項であった経営基盤の強化に向け、学校法人菅原学園との学校法人合

併し、平成 31年（2019 年）4月 1日より、「学校法人菅原学園 至誠館大学」として、

新たなスタートを切った。 

学校法人菅原学園は、教育基本法及び学校教育法の関連法令に従って「寄附行為」を

定めている。「寄附行為」第3条では、「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、

学校教育及び専修学校教育を行い、国家並びに地域社会に寄与できる人材の育成を目的

とする。」と法令の遵守を明記している。また、私立学校法、大学設置基準、私立学校

振興助成法、学校法人会計基準等の関係法令に基づいた各種内部規程を定めている。 

さらに、令和 2（2020)年度は、「経営改善計画書」<平成 29(2017)～令和 3(2021）の

５ヵ年>」を策定するとともに、「令和 2（2020）年度事業計画書」を作成し、大学ホー

ムページに公開している。以上のように、本法人は経営における規律と誠実性の維持を

図っている 

 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

  本学では、建学の理念及び大学の基本理念に基づき使命・目的を定め、その実現のた

めに、毎年度「経営改善計画<平成 29(2017)～令和 3(2021）の５ヵ年>」及び単年度「事

業計画」を理事会・評議員会が審議し、決定している。計画の遂行については、経営戦

略会議、運営会議が経営、教育・研究の重要事項に関する調査、協議を実施するととも

に、「自己点検・評価規程」の定める自己点検・評価運営委員会が計画に基づいた行動が

なされているかの検証を行うことで、使命・目的の実現に向けての継続的努力を図って

いる。  

  さらに、平成 30(2018)年度に「至誠館大学中期計画」を策定した。平成 30(2018)年度・

31(2019)年度を整備期、令和 2(2020)年度～4(2022)年度を発展期、令和 5(2023)年度～
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7(2025)年度を充実期とし、平成 30(2018)年からの 8 ヵ年の目標を定め、何をすべきか

を明示している。「至誠館大学中期計画」は部門ごとに計画の進捗状況を確認し、計画の

改善・是正に繋げている。 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

●環境保全への配慮 

 本学では、全学を挙げて省エネルギーに取り組んでおり、「経営改善計画<平成

29(2017)～令和 3(2021）の５ヵ年>」でも経費削減計画の一環として位置付けている。

具体的な取り組み内容としては、 

・エアコン設定温度の指定 

・「クールビズ」の促進 

・必要最低限の照明 

等、身近なところから実施している。 

 

●人権への配慮 

学生及び教職員の人権を守るための規程として、「菅原学園個人情報保護規程」及び「ハ

ラスメント防止に関する規程」を定めている。学生に対しては、本学が教育格差の是正

の一環として、児童養護施設等出身学生や私費外国人留学生を受け入れていることから、

特にその人権保護に配慮している。「学生便覧」に「学生生活のアドバイス」の章を設け

て啓蒙を図るとともに、学生相談室を設けて問題の早期発見・解決に努めている。 

 

●安全への配慮 

「消防防災計画規程」に基づき、消防計画を定め、定期的な火災訓練、避難訓練を実

施し、教職員及び学生等の生命・財産の保護に努めている。なお、萩キャンパスは萩市

の指定避難所（河川洪水、高潮、土砂災害）であり、地域の安全にも配慮している。 

 

（3）5－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、年度末に次年度の事業計画を運営会議で協議検討し、策定している。その

際、運営会議の委員である各部長等が部門毎の事業計画進捗状況の確認を行い、翌年度

の改善・是正に繋げている。また、「事業計画」、「経営改善計画<平成 29(2017)～令和

3(2021）の５ヵ年>」は教授会で、説明し、教職員に経営への理解を深めている。今後も

全学的にＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の確実な履行に努める。 

  また、昨今は危機管理のあり方も変化しており、様々な状況に迅速に対応できるよう、

「危機管理マニュアル」及び「防災マニュアル」の策定を検討している。こうした取り

組みを通して、今後も継続し学生及び教職員ともに意識の向上を図る。 

 

5－2．理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2の自己判定 

「基準項目 5－2 を満たしている。」 



至誠館大学 

47 

 

（2）5－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

学校法人菅原学園は、私立学校法に基づいて学校法人菅原学園寄附行為（以下、「寄附

行為」という。）を定めている。寄附行為第 18 条第 2項に、「理事会は、学校法人の業務

を決し、理事の職務の執行を監督する。」と規定して、理事会を最高意志決定機関と位置

付けている。また、寄附行為第 17条には、監事の責務が規定されており、理事会及び評

議員会に出席している。 

また、理事の定数は、寄附行為第 6条に 6人以上 9人以内と定められ、実員数は令和

2(2020)年 5 月 1 日現在 8 人である。評議員の定数は、寄附行為第 21 条に 13 人以上 19

人以内と定められ、実員数は令和 2(2020)年 5 月 1日現在 18人となっている。 

理事会は、毎年3月、5月、9月及び11月の4回を定例理事会として開催し、これ以外に

必要に応じて臨時理事会を開催する。 

評議員会については、寄附行為第23条に評議員会への諮問事項が定められ、それ以外

の重要事項についても理事会において必要と認めるものは、理事会決議の前に評議員会

の意見を聞くことが義務付けられている。 

理事会及び評議員会の円滑な運営を図り、理事長の迅速な意思決定を可能にするた 

めに、平成 26(2014)年 1月からは、経営戦略会議が設けられ、経営上の重要事項につい

て、理事会、評議員会に諮る前に必要な調査・検討を行っている。 

 

（3）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

理事会は、評議員会とともに関連法令を遵守し、最高意思決定機関として機能してい

る現体制を維持継続する。今後は、経営戦略会議の機能を充実させ、理事会での迅速か

つ戦略的な意思決定が可能となるよう、さらに体制の強化を図る。 

 

5－3．管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3の自己判定 

「基準項目 5－3 を満たしている。」 

 

（2）5－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

学校法人菅原学園は、私立学校法に基づいて学校法人菅原学園寄附行為を定めている。

寄附行為第 18条第 2 項に、「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監

督する。」と規定して、理事会を最高意志決定機関と位置付けている。また、寄附行為第

17条には、監事の責務が規定されており、理事会及び評議員会に出席している。 

また、理事の定数は、寄附行為第 6条に 6人以上 9人以内と定められ、実員数は令和

2(2020)年 5 月 1 日現在 8 人である。評議員の定数は、寄附行為第 21 条に 13 人以上 19

人以内と定められ、実員数は令和 2(2020)年 5 月 1日現在 18人となっている。 
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理事会は、毎年3月、5月、9月及び11月の4回を定例理事会として開催し、これ以外に

必要に応じて臨時理事会を開催する。 

評議員会については、寄附行為第23条に評議員会への諮問事項が定められ、それ以外

の重要事項についても理事会において必要と認めるものは、理事会決議の前に評議員会

の意見を聞くことが義務付けられている。 

  理事会及び評議員会の円滑な運営を図り、理事長の迅速な意思決定を可能にするため 

に、平成 26(2014)年 1 月からは、経営戦略会議が設けられ、経営上の重要事項につい

て 

理事会、評議員会に諮る前に必要な調査・検討を行っている。 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

学長は理事を兼ねており、大学の運営方針等を理事会で説明するとともに、理事会の

決定事項を大学に指示・説明するなど、法人と大学の情報共有は十分行われている。ま

た、評議員には本学教員 2人及び事務局長が選任されており、法人と大学はオープンな   

体制の下で相互チェック機能を有しており、適正なガバナンスが維持されている。 

また、寄附行為第 8条に、監事の選任については「この法人の理事、職員（校長、学

長、教員その他の職員を含む。以下同じ。）又は評議員以外の者であって、理事会におい

て選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」と定めてお

り、その職務は、寄附行為第 17条に明記されている。監事は、理事会及び評議員会に毎

回出席しており、法人・大学の運営状況及び管理状況を把握し、その適否を判断してい

る。監事は、会計監査を通じて公認会計士との意見交換、情報共有を図り、職務遂行能

力の向上を図っている。さらに、1名の監事を常勤とし、監査業務の充実を図っている。 

上記以外では、運営会議には、常務理事がメンバーとなっており、法人の立場から大

学運営方針等の意思決定をチェックできる体制となっている。 

以上のように、本学のガバナンスは十分に機能している。 

 

（3）5－3の改善・向上方策（将来計画） 

理事会は、評議員会とともに関連法令を遵守し、最高意思決定機関として機能してい

る現体制を維持継続する。今後は、経営戦略会議の機能を充実させ、理事会での迅速か

つ戦略的な意思決定が可能となるよう、さらに体制の強化を図る。 

 

5－4．財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4の自己判定 

「基準項目 5－4 を満たしている。」 

 

（2）5－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本法人は、大学を取り巻く厳しい情勢に柔軟に対応し、最良の経営方策を進めるため、
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毎年度、経営改善計画<平成 29(2017)～令和 3(2021）の５ヵ年>を見直し策定しており、

中長期的な視点に立ち、経営再建に取り組むとともに、財務改善のための諸施策を確実

に推し進めており、着実に成果を上げている。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 平成 31(2019）年度に引き続き、令和 2(2020)年度も入学者は入学定員を確保するこ

とができたが、収容定員の充足率は 90.8％になった。さらに、経営基盤の強化に向け、

学校法人菅原学園との学校法人合併したため、令和元(2019)年度は単年度収支（減価償

却等を除く）が大幅なプラスとなった。 

本法人の令和元(2019)年度事業活動収支決算は、収入 3,958,157千円、支出 3,505,806

千円、収支差額 452,351 千円となっている。財務比率は「表 5-4-1」のとおり。 

 

表 5-6-1 令和元 (2020)年度決算財務比率 

項 目 算 式 比率（％） 

人件費比率 人件費／経常収入 36.5 

教育研究費比率 教育研究経費／経常収入 32.8 

消費支出比率 事業活動支出／事業活動収入 88.6 

補助金比率 補助金／事業活動収入 5.1 

事業活動収支差額構成比率 基本金組入前当年度収支差額／事業活動収入 12.2 

固定比率 固定資産／純資産 107.2 

流動比率 流動資産／流動負債 94.3 

総負債比率 総負債／総資産 15.3 

 

（3）5－4の改善・向上方策（将来計画） 

安定した財務基盤の確保のため、収入面では、入学定員・収容定員確保による学納金

等納付金収入の増収、国庫補助金、寄付金及び科学研究費補助金の獲得に積極的に取り

組んでいく。 

また、支出面では、大学の使命と目的を達成するために必要な教育研究費の充実を図

りながら、管理経費及び人件費等の適切な管理に努める。 

中期的には、経営改善計画<平成 29(2017)～令和 3(2021）の５ヵ年>に沿った収支バラ

ンスを確保した予算書の作成と予算配分を行い、財政基盤と収支の安定を図る。 

 

5－5．会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5の自己判定 

「基準項目 5－5 を満たしている。」 

（2）5－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 
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本法人では学校法人会計基準に基づき、適正な会計処理を行っている。 

予算については、理事長の予算編成方針に基づき、各所属等から提出された予算要求

書のヒアリングを行い、査定の上、予算書（案）の叩き台を作成する。作成された案は、

法人本部が最終的な予算書(案)を作成し、評議員会に諮問し、理事会の決議を経て最終

決定される。予算の執行に当たっては、事前に執行の是非について伺書（稟議書、購入

伺、出張伺等）を作成、理事長の決裁を得て支出手続きを行っている。なお、各種様式

は大学 HPに掲載し全教職員が利用できる。 

会計年度終了後は、法人本部事務局で決算案を作成し、評議員会に諮り、理事会決議

を経て成立する。決算内容は、大学ホームページで公開している。 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学では、公認会計士による会計監査、監事による監査を行っている。 

公認会計士による会計監査は、学校法人会計基準に沿って各種帳票の照合、預貯金通

帳の残額確認等を定期的に行っている。 

また、監事による監査は、業務及び財務にわたり行われ、評議員会及び理事会に監査

報告を行っている。 

 

（3）5－5の改善・向上方策（将来計画） 

円滑な会計処理を行うため、会計処理手順を分かり易く解説したマニュアル作成に取

り組む。会計監査については、公認会計士と監事が意見交換を行い、理事長、学長に報

告するとともに意見交換も行い連携を強めることで、監査体制の充実を図る。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

   菅原学園至誠館大学では、経営・管理及び財務に関して、学校教育法、私立学校法及

び大学設置基準等の関係法令を遵守し、高等教育機関として求められる管理運営体制や

関係諸規程を整備するとともに、会計監査の体制を整え厳正に実施している。 

また、大学と法人との円滑なコミュニケーションをとることでガバナンスを機能させ、

学長のリーダーシップの下で大学の適切な運営が行われるよう努めている。 

財務に関しては、中期的な経営計画として経営改善計画<平成 29(2017)～令和 3(2021）

の５ヵ年>を策定し、前年度実績に基づき毎年度内容の見直しを行い、不断の業務改善に

努め、PDCAサイクルの実行により、安定した経営基盤の構築を図っている。 

3年後（令和 5（2023）年度）の大学機関別認証評価受審を目標に定めて、本学の置か

れている厳しい状況への認識を教職員が共有し、共通の危機意識を持ち、収支バランス

を確保するために必要な、学生定員の確保、国庫補助金や寄付金等外部資金の獲得、人

件費、管理経費の適正化に取り組むとともに、本学における教育研究の質的向上を図る

ため教育研究費の重点的配分を行っている。 

 以上により、本学は基準 5を満たしていると自己評価する。 
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基準 6．内部質保証 

6-1. 内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

(1) 6-1の自己判定 

基準項目 6-1を満たしている。 

 

(2) 6-1の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

本学は令和 2(2020)年 4月 6日の運営会議にて内部質保証に関する方針を決定しており、

本学のホームページ上で公開している。 

また本学は、「至誠館大学学則」第 2条第 1項に教育研究水準の向上を図り、本学の目的

及び社会的使命を達成するため、 本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及

び評価を行い、その結果を公表するものとする、第 2項に本学は、前項の点検及び評価の

結果について、本学職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする、第 3項に自己

点検・評価及び公表に関する必要な事項は、別に定めるとしている。 

自己点検・評価の体制として、学長が長となる運営会議の下に次の 8つの点検委員会を

置く。 ① 使命・目的等点検委員会、 ② 学生点検委員会、 ③ 教育課程点検委員会、 ④ 

教員・職員点検委員会、 ⑤ 経営・管理財務点検委員会 、⑥ 内部質保証点検委員会 ⑦ 地

域貢献点検委員会 。 

本学は平成 22(2010)年度と平成 28(2016)年度に公益財団法人日本高等教育評価機構に

よる大学機関別認証評価を受け、2度とも「至誠館大学は(平成 22(2010)年度においては山

口福祉文化大学)、日本高等教育評価機構が定める大学評価基準を満たしている」と認定さ

れた。 

また、令和元(2019)年度から教職員評価を導入し、個々の充実・改善を目指して継続し

て活用されている。また、教員は年度開始時に個人の単位で教育研究及び地域貢献等の年

度目標を設定し、年度末にはそれらを自己評価し、それぞれを学長に報告するシステムが

あり、本学の使命・目的に即した成果を挙げている。 

 

(3)6-1の改善・向上方策(将来計画) 

本学の自己点検・評価は適切に実施されている。今後も、継続して大学の使命・目的に

即した自己点検・評価を進めていく。 

 

6-2. 内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主性・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共 

有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と 

分析 

 (1)6-2の自己判定 

  基準項目 6-2を満たしている。 
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 (2)6-2の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

 6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結 

果の共有 

 本学は、公益財団法人日本高等教育評価機構による第 1回目の認証評価を平成 22(2010)

年度受けており、予算のより適正な運営、財政の安定化及び東京サテライト教室の学習環

境整備の改善という指摘を受けたが、結果は適合であった。同機構による第 2回目の認証

評価は平成 28(2016)年度に受けており、経営上の改善の指摘は受けたが、結果は適合であ

り、結果は大学ホームページ上に掲載している。この 2度にわたった認証評価の受審によ

り、本学の教学と経営における改革・改善点が明確化され、大きな改革がなされている。 

 令和 2(2020)年度からは中期計画に則り、エビデンスに基づいて、自主的に教員と職員

が協働し、達成目標を決めた内部質保証のための自己点検・評価を毎年実施している。ま

た、本学の中期計画については、あくまで現場レベルの課題を明確化する取り組みである

ことから、学外へ公表はしていないが、学内においては毎年度の中間時点と年度末に IR

担当者が集約し、IR担当者から全教職員に進捗状況が報告され情報が共有されている。な

お、令和 2(2020)年度における大学運営会議及び各種委員会の中期計画における達成目標

と達成状況は以下の通りである。 

 

＜大学運営会議＞ 

令和 2(2020)年度達成目標 

①自然災害に対して、マニュアルを作成するとともに、研修会や訓練を実施し、危機管理

体制を整備する。 

②サイバー攻撃等に対して、マニュアルを作成するとともに、研修会や訓練を実施し、危

機管理体制を整備する。 

③倫理綱領、行動規範等及びハラスメント防止マニュアルを作成し、実施する。 

 

令和 2(2020)年度の項目については、現在いずれも取り組み中であるが、ハラスメント

に関する研修会については 2度行った。 

 

＜教務委員会＞ 

令和 2(2020)年度達成目標 

①学修状況を分析し、改善報告書を作成する。 

②教授方法の改善を全専任教員がシラバス内に明記する、そのためのピアリーディング

を全専任教員内で実施する。 

③講義科目の教授方法に双方向授業(アクティブラーニング等)を 1回以上取り入れるよ

うシラバスに明記する。 

 

 令和 2(2020)年度の項目は、②③は達成した。①については新型コロナウイルス感染拡

大の影響を受け、通常とは言い難い状況下であったため、学修状況の分析ととりまとめを

令和 3(2021)年度に持ち越すこととした。 
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＜学生委員会＞ 

令和 2(2020)年度達成目標 

①奨学制度の見直しを実施する。 

②障がいのある学生への配慮を行うため規程を整備する。 

③高等教育修学支援新制度の事務管理を徹底する。 

④学生の課外活動への支援を行う。 

 

 令和 2(2020)年度の項目は、①③④は達成した。②については本学に障がいのある学生

は在籍していないこともあり、次年度に引き継がれた。 

 

＜教職員能力開発(FD・SD)委員会＞ 

令和 2(2020)年度達成目標 

①自己評価及び学生の授業アンケートの評価が低い教員の改善点を踏まえ、FD研修を開催

する。 

②IRに基づいた授業改善について研修を行う。 

 

令和 2(2020)年度の項目については、①については取組中であるが、②については達成し

た(①については授業アンケートの評価が低い教員に対する改善指導は行った)。 

 

＜広報委員会＞ 

令和 2(2020)年度達成目標 

①資格取得実績をホームページや大学ポートレートに公表する(継続しているかチェック

を実施)。 

②就職等進路にかかる実績をホームページや大学ポートレートに公表する(継続している

かチェックを実施)。 

③学修実態、授業評価結果、学習結果をホームページや大学ポートレートに公表する(継続

しているかチェックを実施)。 

④外国語により、大学等に関する注意喚起をする。以下の情報を全学部等・研究科で 3つ

以上ホームページで公表する。 

ア 入学者選抜に関する情報(入学者選抜の方法、アドミッション・ポリシー、入学者数) 

イ 各学部等・研究科の教育課程、 ウ 各学部等・研究科の学生数・教員数  

エ 卒業後の進路、 オ 財務情報、 カ 自己点検・自己評価 

⑤公開講座を 26講座実施する。 

⑥萩市および長門市で出前講義を 12講義開催する。 

⑦ブログを年間 40記事投稿する。 

⑧オープンキャンパスの参加者の目標、年間延べ 55名以上。 

⑨北浦地区・石見地区からのオープンキャンパス参加者の目標、年間延べ 20名以上。 

 

令和 2(2020)年度の計画項目については、⑤以外は全て達成した。⑤については新型コ

ロナウイルス感染拡大状況を鑑み、企画自体が困難な状況が続いたこと、台風接近に伴う
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中止が 1件あり、到達目標に達しなかった。 

  

＜進路支援委員会＞ 

令和 2(2020)年度達成目標 

①(前期)卒業生・就職先アンケート票の完成と配布を行う。 

②(後期)集計・分析の実施、実施上の課題を抽出する。 

③外部テスト及び説明会の完全実施、ポータルサイト・ゼミ等との連携についての課題

を抽出する。 

 

 令和 2(2020)年度の項目については、①②は達成した。③は外部テスト及び説明会を実

施したが、ゼミとの連携は十分とは言えず課題を残した。 

 

＜入試委員会＞ 

令和 2(2020)年度達成目標 

①入学者選抜の妥当性を高めるため、入学後の学修状況等を調査し、クロス分析等を行

い各入試区分における入学者選抜の妥当性を検証する。また、私費外国人留学生入試

における客観的合格基準の検討と実施を行う。 

②アドミッションセンターの運営規定を整備する。 

 

 令和 2(2020)年度の項目は、①②は未達成となった。①については、年度内の達成には

至らなかったが、その後継続した取り組みとして行われた。②については、概ね完成して

いるが、組織構成の課題が残り、完成には至らなかった。 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分 

析 

 自己点検・評価において特に重要な部分の評価・判定を行う際には、その根拠となる 

関連資料やデータをエビデンスとして明示し、客観性・透明性を確保している。本学では、

教育の質向上を図るための部署として IR室を設置している。 

IR室では、大学の質保証に関係するデータ収集、調査分析、情報発信を主な業務として

いる。特に本学の各委員会に対して、分析データの提供を積極的に行っている。具体的に

は、学期末に実施している授業評価アンケートや 4年生を対象とした卒業予定者アンケー

トをはじめとする学生を対象とした調査のデータを元に、関係部署へ分析した結果の報告

を行っている。これらのデータ分析に加え、GPA や修得単位数、卒業時の取得資格といっ

た本学の教育活動や教育成果を把握する上で必要と考えられるデータの収集、分析につい

ても行っている。本学では、これらのデータを用いて分析を行い、関係部署へ情報共有を

行うことで、教育の改善や質の向上を図っている。 

 

 (3)6-2の改善・向上方策(将来計画) 

 自らをチェックし現状を確認することで、将来の改善・向上に結び付けることは、自己

点検・評価の主たる目的ではあるが、決して目的はそれだけではない。学生・教職員をは
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じめとする大学の関係者はもちろん、社会への説明責任として、大学の現状を知ろうとす

るすべての人に対して、理解しやすい内容で積極的に発信し続けることも重要な目的であ

ると考える。このことは、学校教育法第 109条にも、次の通り、その主旨が規定されてい

る。「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、

当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに設備の状況について自ら点検及び評価を行

い、その結果を公表するものとする」。 

 外部に向かって本学の情報を発信する際には、まず報告書を読む側の立場に立って、客

観性・適切性についての配慮が必要である。今後もより分かり易く理解してもらえるよう、

自己評価の根拠となるエビデンスの活用スキルを高めていきたい。また、各種データの管

理及び活用については、IRを充実させていくことで、教育情報の収集・整理・活用等、速

やかで正確な情報公開も十分実施していく。 

 

6-3. 内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクル 

の仕組みの確立とその機能性 

 (1) 6-3の自己判定 

 基準項目 6-3を満たしている。 

 

 (2)6-3の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

 6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組

みの確立とその機能性 

 本学は、大学運営会議の指導の下に評価 運営委員会が「至誠館大学自己点検・評価規程」

第 2条に従い、各自己点検・評価項目の改善・向上方策で指摘された内容を、関連する各

部署に通知し、改善・向上方策の実施を要請している。評価運営委員会から要請を受けた

部署は、数年にわたって、改善・向上に取り組んでいる(図 6-3-1)。 
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図 6-3-1 至誠館大学の内部質保証(PDCAサイクル) 

 

(3)6-3の改善・向上方策(将来計画) 

 以上のように、PDCA サイクルを確立し、点検・評価を実施しているが、課題もある。そ

の一つがアセスメント・ポリシーの確立である。令和 3年度はアセスメント・ポリシーの

策定を早急に進めていく。 

 

［基準 6 の自己評価］ 

大学の質保証を考えるうえで、各大学の自主性・自律性は重要な要素である。改善・向

上に向けた取り組みとしての 3つのポリシーを起点とした自己点検・評価は、大学にとっ

て重要な活動であるとともに、大学の自主性が強く求められる活動でもある。自発的に実

施することで、それぞれの大学の使命・目的に即した質の高い積極的な自己点検・評価活

動が展開されるものと考えられる。自己点検・評価の中でも、特に重要な部分の評価・判

定を行う際には、その根拠となる関連資料やデータをエビデンスとして明示し、客観性・

透明性を確保している。業務ごとの現状を把握するために実施するさまざまな調査や、情

報の収集・加工・分析の重要性は誰もが理解するところであり、必要性に応じてそれぞれ

の部署等で実施してきたが、令和元(2019)年度より「IR」を設置し、必要な教育情報の収

集や分析を的確に行うことが可能となった。これによって本学の自己点検・評価における
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誠実性がより高くなると考えている。また、第 2 期の認証評価の結果については平成

29(2017)年度においてホームページに公開されており、第 3 期については令和 5(2023)年

度にホームページに公開する予定である。 

 以上のことから、基準 6を満たしていると判断できる。 
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Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．地域貢献 

A-1．地域貢献のための組織体制 

A-1-① 地域貢献のための組織体制、責任体制の確立 

A-1-② 地域貢献プログラムの実施 

A-1-③ 地域貢献に資する研究 

(1)A－1の自己判定 

「基準項目 A－1を満たしている。」 

 

(2)A－1の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

A-1-① 地域貢献のための組織体制、責任体制の確立 

 至誠館大学(以下、本学)は、教育基本法第 7 条及び学校教育法第 83 条 2 項により「大学

の教育研究活動の成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与すること」が謳

われていることを踏まえ、本学の使命・目的の一つとして「地域貢献」を明示している。 

地域貢献を行うための組織としては本学の広報委員会、学生委員会、萩文化スポーツセ

ンター及び吉田松陰研究所が該当し、公開講座(萩市と連携)、大学公開授業、萩光塩学院

中学校・高等学校との高大連携、大学入試センター試験(令和 2(2020)年度より大学入学共

通テスト)(入試部長が主担当)、地域のボランティア活動の学生に向けての発信やスポーツ

施設の利用、健康増進活動及び吉田松陰の業績の報告等多岐にわたる活動を展開している。 

また、各活動については学長、部長の監督のもと、上記委員会の委員長、萩文化スポー

ツセンター長及び吉田松陰研究所長が責任を負うこととしている。 

 

A-1-② 地域貢献プログラムの実施 

本学では、教育研究活動の成果を地域社会へ提供することにより、本学の使命の一つで

ある地域貢献の役割を果たすため次の事業を実施している。 

ア．大学施設の地域への開放 

 地域社会への教育研究に係る大学施設の利用開放を積極的に行うことにより、地域にあ

る大学としての理解の促進に努めている。また、附属図書館については学外者の利用や図

書の貸出を行っている。さらに、山口県内の大学が協力して実施する山口県大学ミュージ

アム・ライブラリ(以下、山口県大学 ML 連携事業)として特別展を開催している。平成

29(2017)年度から令和 2(2020)年度までの利用開放の実績は(表 A-1-1)(表 A-1-2)(表

A-1-3)のとおりである。 

表 A-1-1 大学施設の地域への開放実績(平成 29 年度～令和 2年度) 

年 度 合 計 開放実績 

平成 29年度 26 件 萩市内団体 12件、萩市外団体 9件、大学関連団体 5件 

平成 30年度 29 件 萩市内団体 18件、萩市外団体 5件、大学関連団体 6件 

令和元年度 40 件 萩市内団体 36件、萩市外団体 2件、大学関連団体 2件 

令和 2年度 62 件 萩市内団体 17件、萩市外団体 4件、大学関連団体 41件 
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表 A-1-2 附属図書館の学外利用者実績(平成 28 年度～令和 2年度) 

年 度 図書館利用願 貸出者数 貸出冊数 

平成 28年度 141人 43人 64冊 

平成 29年度 158人 27人 46冊 

平成 30年度 235人 84人 112 冊 

令和元年度 178人 55人 67冊 

令和 2年度 33人 16人 23冊 

 

表 A-1-3 山口県大学 ML連携事業 ML連携特別展の実績(平成 28年度～令和 2年度) 

年 度 共通テーマ 本学テーマ 

平成 28年度 はぐくむ 
学生とはぐくむ教材，教材ではぐくまれる学

生：オリジナル英語教材 200展 

平成 29年度 合同学術資料展示 
地域と大学による地域活性化の取り組み～夢

プランの実現に向けて～ 

平成 30年度 ひらく 時代を拓く-萩と明治維新- 

令和元年度 
はじまる～Begin～

はじめる 
幼児期からはじめる運動能力向上の実践 

令和 2年度 不参加 

 

 

イ． 公開講座等の推進 

a.公開講座 

 公開講座は萩市と連携のうえ年間を通して実施している。平成 28(2016)年度から令和

2(2020)年 12月における日程、回数、受講者数は(表 A-1-4)のとおりである。この公開講

座では音楽、運動・スポーツ、健康、語学、福祉、歴史等のテーマのもと本学の専任教員

が専門性を生かした内容を市民に提供している。なお、これまでは本学のキャンパス内で

行っていたものを、令和 2(2020)年度からはさらに市民が参加しやすい環境を作るため、

市内の中心部に位置する明倫学舎の一室にて実施した。 

表 A-1-4 公開講座実施状況(平成 29年度～令和 2年度) 

年 度 日 程 回 数 受講者数 

平成 28年度 5/16～9/27 6回 173人 

平成 29年度 7/20～11/17 7回 187人 

平成 30年度 8/1～2/15 16回 457人 

令和元年度 5/7～3/13 24回 387人 

令和 2年度 6/12～12/17 21回 314人 

 

 

b.出前講義 

 出前講義は学校や公民館等の地域から広報委員会が教員の派遣依頼を受けている。平成
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29(2017)年度から令和 2(2020)年度における日程、回数、受講者数は(表 A-1-5)のとおりで

ある。 

表 A-1-5 出前講義実施状況(平成 29年度～令和 2年度) 

年 度 日 程 回 数 受講者数 

平成 29年度 10/3～3/29 11回 269人 

平成 30年度 5/19～2/27 16回 440人 

令和元年度 4/18～2/4 13回 313人 

令和 2年度 9/3～11/27 12回  108人 

 

C.公開授業 

 本学の開講科目の中でも主に地域について学び考えるものを本学の公開授業として実施

している。平成 29(2017)年度から令和 2(2020)年度における日程、回数、受講者数は(表

A-1-6)のとおりである。 

表 A-1-6 公開授業実施状況(平成 29年度～令和 2年度) 

年 度 日 程 回 数 受講者数 

平成 29年度 4月～7月 2回 数人 

平成 30年度 10月 21日 1回 200人 

令和元年度 
・9月 2・4・5日 

・2月 25・26・27日 
2回 

448人 

522人 

令和 2年度 1月 21日 1回 25人 

 

ウ．地域社会の学校等に対する支援事業等 

 「韓国語Ⅰ～Ⅳ」「日本語Ⅰ～Ⅳ」において、萩キャンパスに在籍する韓国の留学生と萩

市内の小学生との交流会を実施した。また、「マーケティング実習Ⅰ・Ⅱ」においてはフィ

ールドワークや調査を実施した。令和 2(2020)年度は萩市浜崎地区で当時改修中であった

三浦金物店の活用案を提案し文化庁との意見交換を行った。 

さらに、本学のクラブ・サークル活動の各団体が地域社会からスポーツ教室や体験活動

の派遣依頼を受けている。派遣依頼の内容としては、近隣の小中学校や教育委員会等から

の部活動指導補助、学校行事補助等への学生派遣要請が多い。教職課程履修者、保育士や

社会福祉士資格取得希望者の多い本学の学生にとっては、「教える」ことの実践体験として

貴重な学びの機会となっている。 

 

 

エ．ボランティア活動 

 毎年 12月に開催されている萩市最大のスポーツイベントである「萩城下町マラソン」に

萩市からボランティアの派遣依頼を受けている。派遣依頼の内容としては受付や記録証の

発行業務、給水、道路監察などが多く、指定強化クラブの学生が積極的に参加している。 

1 年次科目の「子ども支援活動」では、萩市の児童館に併設された萩わんぱーくやその

他子ども関連のボランティア活動に一定数参加することで科目単位が認定されることとな
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っており、保育士をめざす学生を中心に積極的に参加している。同様に、スポーツ健康福

祉専攻の専門科目として 4年次に配当されているスポーツボランティア演習では、萩市内

の運動・健康・スポーツに関するボランティア活動に一定時間参加することで科目単位が

認定されるようになっており、学生の積極的な地域社会への参加を促している。 

 

オ．萩文化スポーツセンター  

 萩文化スポーツセンターの取り組みの一つとして、平成 30(2018)年 11 月に大学を拠点

とした総合型地域スポーツクラブ至誠館クラブを設立している。会員数は(表 A-1-7)のと

おりである。行政、地域住民代表者と連携し文化・スポーツ教室の開催、地域住民の体力・

運動能力の調査、トップアスリートによる講演会・指導教室等の事業を実施している。ま

た、毎週月曜、水曜、金曜の午前中に体育館トレーニングルームを会員に開放するなど大

学施設の積極的な利用開放を行っている。なお、スポーツ教室や体力・運動能力調査では、

学生が補助スタッフとして参加することで運動・スポーツ指導のノウハウを学ぶ実践の機

会としての機能向上も果たしている。  

表 A-1-7 至誠館クラブ会員数(平成 30年度～令和 2年度) 

年 度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

会員数 44名 139名 83名 

 

カ．吉田松陰研究所 

 明治維新の原動力となった多くの人材を育てた教育者である吉田松陰に関する調査・研

究を行い、その成果を提供することにより、地域の発展に寄与することを目的として、平

成 30(2018)年 5月に吉田松陰研究所を設置した。 

 平成 30(2018)年度には、吉田松陰研究所開設記念として、吉田松陰、松下村塾、また明

治維新の各専門分野で日本屈指の研究者 5名を講師として招聘し、10月に公開講座「松下

村塾と明治維新」を開催した。令和元(2019)年度は、9月と 2月に学生対象の集中講義「日

本近代黎明史」を、一般市民も聴講できる「公開授業」として実施した。 

 

A-1-③ 地域貢献に資する研究 

ア．萩城下町マラソンにおける調査研究 

 平成 27(2015)年度から萩市最大のスポーツイベントである「萩城下町マラソン」の大会

実行委員会より参加ランナーへのアンケート調査依頼を受け、萩文化スポーツセンターで

調査用紙の作成、配付・回収、集計を行っている。具体的には、当日完走したランナーの

大会に対する総合的な満足度を調査し、報告書にまとめている。報告書は萩市および大会

実行委員会に提出し、毎年の大会ホームページにおいて公開されている。 

イ．幼児の運動能力に関する研究 

 至誠館クラブのプログラムである「つばえるキッズ(幼児の運動教室)」において、教室

の初回と最終回に高度な測定機器を用いて運動能力測定を実施している。近年、多くの保

育・教育現場で運動プログラムが実施されており、その多くは動きのもとづくりを目的と

したコーディネーション運動である。本研究では、幼児期のコーディネーション運動の重

要性に着目し、コーディネーション運動が幼児の疾走、敏捷性および跳躍能力に及ぼす影
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響を検証している。 

 

ウ．吉田松陰研究所における紀要発行 

令和元年度は、平成 30(2018)年に開催した公開講座「松下村塾と明治維新」の講演録を

紀要第 1 号として発行した。令和 2(2020)年度は、吉田松陰研究所副所長(三宅)、同特別

研究員(海原、関、小山)の寄稿により、吉田松陰に関する研究成果を紀要第 2号として発

行した。 

萩市内の中学校・高等学校、山口県内の市町立図書館、博物館・史料館、全国の大学附

属図書館等に贈呈した。 

 

(3)A－1の改善・向上方策(将来計画) 

 大学のボランティア活動や教育研究活動の成果の提供に基づく社会貢献は、地域におけ

る知の拠点としての役割の重要性の高まりに応じて、ますますその重要性は増し、本学に

対する地域社会からの要請及び要望はその頻度が増してきている。このことより、これま

で以上に大学全体におけるボランティア活動の活発化と教育研究の成果の蓄積化及びその

発信により、地域社会との連携・協力関係を従来以上に構築していく必要性がある。 

 具体的には、地域からの意見を聴取して、大学施設の地域への開放の機会を増やし、公

開講座、出前講義及び公開授業の回数を増やす、また、地域社会の学校に対する支援事業

とボランティア活動も増やし、総合型地域スポーツクラブである至誠館クラブの活動をさ

らに活性化することが必要である。さらに、地域貢献に資する研究として、萩城下町マラ

ソンにおける調査研究、幼児の運動能力に関する研究及び吉田松陰研究所の研究紀要の発

刊等について、さらにその研究成果の量を増やすことが必要である。また、地域の子ども

福祉にかかわる調査研究の蓄積と子育て支援の実施が急務である。このため、大学内に子

育て家庭を招く「至誠館大学子育て広場」の実施を計画している。 

以上を通じて、本学は地域社会の知の拠点としての機能を強化していく。 

 

［基準 A の自己評価］ 

 ボランティア活動や教育研究活動の成果の提供による地域社会との連携及び社会貢献

は、地域に根差した本学にとって、存続・発展・充実のために極めて重要である。地域社

会における社会福祉系の知の拠点である本学の人的及び知的地域社会への貢献は、地域住

民や地方自治体に大きな貢献を与えており、「基準 A.社会貢献」を満たしている。 

 


